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令和４年第４回（６月）みなかみ町議会定例会会議録第２号 

令和４年６月８日（水曜日） 

─────────────────────────────────────── 

議事日程 第２号 

   令和４年６月８日（水曜日）午前９時開議 

 

日程第 １  一般質問 

    ◇ 茂木法志 君 ・・・ １．保育園留学という未来をつくるプログラムについて  

                 ２．セントラルキッチンや加工場の必要性と周辺施設等の活用  

                   方法について 

    ◇ 髙橋久美子君 ・・・ １．町民の方に寄り添った施策を  

                 ２．デジタルの活用で町民の方の安心安全を  

    ◇ 牧田直己 君 ・・・ １．子どもの学力の向上と体力の保持増進における取り組み  

                 ２．学校にある図書室の新たな活用における取り組み  

                 ３．デジタル行政の推進のための取り組み 

    ◇ 鈴木美香 君 ・・・ １．学校給食費について追考する  

                 ２．みなかみ産出の「水」の積極的な活用でみなかみのＰＲを  

                 ３．町内の竹林の具体的な整備と活用は  

                 ４．大学、学生を呼び込む施策で関係人口を増やし将来移住・  

                   定住に繋げる考えは 

─────────────────────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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開  会 

 

議 長（山田庄一君） おはようございます。ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

開  議  

 

議 長（山田庄一君） これより本日の会議を開きます。  

      本日の会議は、お手元に配付いたしました議事日程第２号のとおりであります。  

      議事日程第２号により、議事を進めます。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１ 一般質問  

 

通告順序４   ２番 茂 木 法 志   １．保育園留学という未来をつくるプログラムについ  

                       て  

                     ２．セントラルキッチンや加工場の必要性と周辺施設  

                       等の活用方法について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１、一般質問を行います。 

      一般質問については、７名の議員より通告がありました。  

      昨日、３名の方の質問が終了していますので、本日、４名の方の質問を順次許可いたし

ます。 

      初めに、２番茂木法志君の質問を許可いたします。  

      茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇）  

２ 番（茂木法志君） おはようございます。 

      議席番号２番茂木。 

      議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問させていただきます。  

      今回の質問、大きく分けて２つあります。町長の考えや行政の対応などお聞きしていき

たいと思います。 

      まず、１つ目、保育園留学という未来をつくるプログラムについてですが、最新の広報

みなかみで、６月号、５月１日現在の数値として世帯数が６７増加、人口も合計５名増加

していました。これは、１年の中でも転入、転出が一番多い月だと思います。しかし、他

の月では、やっぱり人口が減少しているというのが現状だと思います。人口減少を緩やか

にしたり、そしてその先、歯止めをかけるために、様々な施策が必要だということは言う
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までもないと思います。その課題に対して、移住・定住施策、支援、これは一つの打開策

だと思います。 

      昨日の町長の答弁の中にもあったように、みなかみ町は移住の実績、これ増加していま

す。実際に自分が議員として関わらせていただいている中でも、その成果として移住を決

めてくださった方々とお会いする機会というのが、肌感覚として成果が出ているなと感じ

ているのも実感しています。  

      そして、だからこそここから先は、やっぱり現状の施策を進めながら、さらに移住を検

討していただけるターゲット層、または潜在的関心層をペルソナを描きながらアクション

を仕掛けていける施策を行うことが重要だと考えます。そして、みなかみ町に住む方々が

定住し続けていけるようなそういった環境整えていくことというのが課題ということは、

私も感じています。 

      そこで今回、的を絞ります。子育て世代に着目したいと思います。子育て世代の流入、

流出の現状と、子育て世代に対しての移住・定住促進として町が取り組んでいる施策など

お聞きします。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 茂木議員のご質問にお答えをいたします。  

      子育て世代に対する移住施策として町が取り組んでいることという質問でございますけ

れども、子育て世代に特化した町独自の移住・定住に係る施策といたしましては、子育て

支援として出産祝金支給事業、入学支援金支給事業により祝い金や商品券を贈る制度、さ

らには、住宅支援として子育て家庭等住宅整備補助金交付事業により、子育て家庭に対し

住環境整備を支援するなどの取組を進めております。  

      また、国・県と連携した取組といたしましては、東京２３区に５年以上在住、もしくは

５年以上通勤など、一定の条件を満たした移住者に対して支給される群馬県移住支援金に

ついて、昨年度まで１世帯当たり１００万円であった支援額に、１８歳未満の家族の帯同

で帯同者１人当たりプラス３０万円を支給するなど、移住・定住に係る支援策を強化して

いるところでございます。 

      また、今後移住を検討している子育て世代に対するアプローチといたしましては、過去

に起業・創業に係る事業で包括連携協定を締結した企業やワーケーションの実証実験事業

で連携した企業の社員に向けて、観光情報等と併せて町の情報を発信しているところでご

ざいます。 

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） 今までの施策以上に、支援する金額等々も増やしていって充実を図っていく

ということが、先ほどの答弁の中からでも確認できました。そのためにワーケーションプ

ログラム等々関わってくれている企業さんとか、そういったところにアプローチはかけて

いくと。 

      その中で、やはり１点確認したいんですけれども、流入、流出の世代で子育て世代に特
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化して、子育て世代がどのくらい流入しているのか、流出しているのかというのは、現状

数値出ていますかね。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 特にそういった統計は取っていませんので、実際のところ分からないところ

が多いんですね。ただ、全体の転入者、転出者の数字は分かっておりますので、その辺を

説明させていただきたいと思います。令和元年が転入者が３８４人、転出者が５４９人で

１６５人の転出超過、令和２年が転入者が４７２人、転出者が５９３人で１２１人の転出

超過になったと、令和３年は転入者が４５０人、転出者が５２８人で７８人の転出超過と

なっており、転出超過の数値につきましては、徐々に減少していきているのかなというふ

うに感じております。 

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） 徐々に減少していっているということ、非常にいいことだと思います。この

中でもう１点聞きたいのが、移住を検討してくださった方の中の子育て世代の数というの

は把握されていますでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） それもちょっと実際に移住してきてくれた方が子育て世代の方が何人とか、

そういったところまでちょっと詳細な集計はできていませんので、今後そういった集計も

していきたいなというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） ちょっと事前に調べた情報の中ですと、移住してくださっている家族の方、

８組ほどいらっしゃるということを調べているんですけれども、その辺、間違いないです

かね。 

議 長（山田庄一君） 観光商工課長。 

（観光商工課長 高野明夫君登壇） 

観光商工課長（高野明夫君） お答えいたします。 

      町が移住・定住の業務の中で把握している移住者数につきましては、令和３年度が３０

組で６４名という数字になっております。この内訳としまして、子供がいる家族が８組で

３１名、この中で２０代が１組、３０代が４組、４０代が３組となっております。夫婦が

８組で１６名、この中は３０代が多い状況になっております。そのほかは、単身等が１４

件で１７名という数字になっております。  

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） ところが、それに非常に多く、その全体、町が調べていただいている中の総

数からすると、約３分の１ぐらいは子育て世代の方々が移住してきてくださっているとい

うところだと思います。やっぱり自分もその子育て世代として、やっぱり子育て施策、町

長が先ほど答弁いただいたような子育て施策というのは、非常に充実していると感じてい
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る方々がかなり多いです。 

      ただ、やっぱり保育園、ゼロ歳から６歳の世代の方々が、やっぱりどうしてもその先を

考えたときにみなかみ町を出ていってしまうとか、そういったことが自分の身近でも起き

てきているので、それは逆を返せば、例えば首都圏の方々等を考えたときに来ていただけ

る世代にもなるのかなと思うので、やっぱりそのあたりにターゲットを絞って深めていく

という意味で、施策を講じていく必要性はあるのかなと思っています。  

      その中で今回、保育園留学というものなんですけれども、こちらを提案させていただけ

ればと思います。この取組、自分も正直今年の３月に知ったばかりです。いろいろその中

で調べていった中で、町長の見解もお聞きしたいなと思っています。ちなみにこれ、町長、

ご存じでしたでしょうか。保育園留学という取組。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 保育園留学という言葉自体は初めて聞きましたけれども、一時的にみなかみ

町の保育園に例えば町外の人が預けたい意見があると、そういった話は前に聞いたことは

ございます。 

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） まさにそのとおり、一時的預かりの、一時預かりの制度を使っている形で、

その一時預かりの制度を使うんですけれども、その保育園留学、ゼロ歳から６歳のお子さ

んがいる家庭と地域社会をつなぐ留学プログラムとなっています。  

      例えば都心、都会に住まれている子育て世代を想定しています。お子さんにとっては、

幼少期、みなかみは自然が多いので、こういった自然に触れながら心身ともに健やかに育

つ環境を提供できる。また、ご家族の両親にとっては、ワーケーションの環境を整え働き

ながら、そして短期間の宿泊施設を活用して地域の方とのつながりも深める、含め、子供

と一緒に食体験や移住体験もできる。そんな多様な選択肢を提供し、この町を知ってもら

うことのできる取組になっています。  

      先ほど町長、その一時預かり事業を活用してということなんですけれども、これ、まさ

にこのみなかみ町にはこども園も３つありますけれども、その中でワーケーションも力入

れていますし、短期的な宿泊施設もそろっています。なので、有効活用できる資源がそろ

っていると思います。首都圏の若年層のファミリー層や、先ほど町長の答弁にありました

が連携のある企業へのアプローチを考えられると思います。このあたりの保育園留学とい

うプログラムについて、現状の町の資源の活用等も含めて、町長の見解をお聞きします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 保育園留学については、現在コロナ禍による新たな働き方として、テレワー

クの定着や働きながら休暇を楽しむワーケーションが広がる中で、親が昼間、テレワーク

等で仕事を行っている間、子供を保育園等に預けることで、中、長期間の子連れ家族のワ

ーケーションを可能とする仕組みであるというふうに理解をしています。  

      担当課に確認しましたら、今までに関連の問合せが１件あったというふうに聞いていま

す。ただ、まだ実際の利用はないようです。実際に受皿となる子供の一時預かりは、にい
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はるこども園が現行のみなかみ町一時預かり保育事業実施規則の中で運用が可能であると

いうふうに認識をしています。しかし、具体的な実施に当たっては、預かる側のこども園

の状況と預ける側の親の要望について、詳細なすり合わせが必要になってくるのかなとい

うふうに思っています。状況によっては、規則の見直しも必要となってくるのかなという

ふうに考えております。 

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） そうですね、規則の見直し等々も含めての中でちょっとお聞きしたいんです

けれども、この一時預かりの保育というのが、原則として家庭における育児が断続的に困

難となる児童に対しとか、そういった方々に対して原則的として週３日を規定していると。

あとは、園長が認めるところというところにはなると思うんですけれども、その中で例え

ばちょっと心配なところが、受皿となるやっぱりこども園の対応がひとつ課題ではないか

なとは、やっぱりそれも自分も感じているところであって、実際に今の現状、こども園の

ほうで、例えばこれひとつやってみたいよとか、留学してみたいよというご家族がいたと

きに、実際、にいはるこども園のほうで、人員として対応ができる体制が整っているのか

どうかというのをちょっとお聞きします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） いつ、そういった急に預けたいとか、そういった状況の推移は、多分見込ん

でいないと思いますので、職員に余裕を持って配置してあるかは、ちょっとないのかな、

確認したわけじゃないんですけれども、私はそう感じているところなんですね。ただ、そ

ういった要望があれば対応できるような体制は、早急につくっていかなくちゃいけないな

という認識ではおりますので、預けたい人がいればそういった受皿を町が用意すると、そ

れはそういうつもりで考えていかなければいけないなというふうに思っています。  

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） となると、じゃ今、現状は、それが人員として、余剰人員として確保できて

ないかもしれないということですかね。となると、この一時預かりの実施規則を整えてい

る中でこれが実施規則としてあるのに、受けるところが現状はできないかもしれないとい

うことなんですかね。その実施規則があるのにというところがちょっと確認できればと思

うんですけれども。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 規則の中では、町立の認定こども園においてと規定されているため、にいは

るこども園のみに適用することになります。また、対象児は町外児も預かることは可能で

す。それは先ほど言ったとおりです。保育の種類を非定型的保育、緊急保育、その他の３

種類に区分して、それぞれの保護者の状況によって預かれる日数を決めています。今回の

場合はその他、保護者の育児疲れ解消等の私的な理由又はその他の事由により一時的な保

育が必要な児童に対し週１日を限度として実施する保育を言っています。これ、週１日な

んですね。ただし、園長が保育期間の延長を認めた場合はこの限りではないというふうに
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規定がありますので、その辺で読めるのかなという認識でおります。  

      それで、実際の職員配置がどうなっているかどうかについては、子育て健康課長から状

況を答弁させていただきます。  

議 長（山田庄一君） 子育て健康課長。 

（子育て健康課長 入澤はるみ君登壇） 

子育て健康課長（入澤はるみ君） 質問にお答えいたします。 

      １名、一時預かりに対応する職員が配置をされております。ただ、フリーということで

はなく、仕事を持っての預かり保育になりますので、そちらのほうは対応を検討していた

だくということになると思います。  

      以上です。 

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） じゃ、人員としては整っているけれども、対応するときに対しては、そこは

ちゃんと考えていかなければならないということですね。規則はそのまま使えるというこ

との状況は整っているということですね。ありがとうございます。  

      先ほど言ったところで、今回の保育園留学、もし例えば実証事業とかそういったところ

で、もしご検討いただけるようなことがあるようでしたら、その他のところに入るという

ことなんですかね。原則としては１日ということになるんですね。ただし、その後、園長

等々のところがあるので、そこで例えば仮の話ですけれども、３日とかそういったところ

は柔軟に対応していけるような可能性があるということで、認識でよろしいでしょうか。

ありがとうございます。 

      そうしたら、実際やっぱりこれからのみなかみ町の人口減少を考えていく上で、子育て

世代、このゼロ歳から６歳までのこの世代のお子さんがいる家庭をいかにこのみなかみ町

に、みなかみ町を知ってもらっていかに来ていただけるか、移住してもらえるか。そして、

町長の昨日の答弁にありましたけれども、やっぱり定着するには住まいですよね。そこの

充実を図っていくというところも含めて、やっぱりそこのターゲットにアプローチをかけ

ていくというのをやっぱりやっていただきたいと思うんですね。  

      今回、こういったプログラムがあるんですけれども、このプログラム自体、例えば本当

に地元の農家さんとかいろんな企業さんいると思うので、そういった方々、地域プレーヤ

ーの方々、たくさんいらっしゃると思います。そういった方々ともやっぱりうまく連携し

て、地元の方とやっぱりつながりを持っていただいて、そういった形を含めて体験という

ところを今回このプログラムを提案する中で検討いただければと私は思っているんですが、

いかがでしょうか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町は、移住・定住については力を入れているつもりです。移住の相談も受け

たり、実際にみなかみ町に来てもらってみなかみ見てもらうと、希望のところ見てもらっ

たり、よさを知ってもらう。または、実際移住してきた後の仕事をどうするかとか住まい

をどうするかとそういった相談にも、きめ細かな相談にも取れる体制になっていますので、
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そういった中でいろんな相談をしていただければというふうに思っています。 

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） そうするとこの保育園プログラム、今、留学プログラムなんですけれども、

１人移住してくると年間１２０万円の経済効果が生まれるというようなところはあると思

うんですけれども、今回このプログラムについては、やっぱり１週間、２週間、３週間と

かそういったスパンでの留学プログラムというのが、今、別のところでやっておりまして、

例えば１週間で１１万円とか、２週間で１８万とか２０万円とかというところで、それに

は食事代とかも含まれていないような形で、別の町でやっているみたいなんですけれども、

そうすると例えば年間で考えても１２０万円の、１人が経済効果として生み出す１２０万

円のところに行くには、やっぱり計算すれば数も出てきますし、やっぱり全体としてそう

いった家庭をしっかりと町に呼び込むというところを言っていただきたいところで、実際

に実証事業として検討いただけることはできないでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 今回初めてそういうご提案をいただきましたので、移住・定住の係もありま

すので、そういったところ十分検討させてもらって、実現できるようでしたらそれに取り

組んでいきたいというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。  

      それでは、じゃ、次の質問に移りたいと思います。  

      次、セントラルキッチンの話なんですけれども、セントラルキッチンや加工場の必要性

と周辺施設等の活用方法についてということなんですけれども、自分の周りでも農業者さ

ん、または飲食店等、企業さん等々の話を聞くと、やっぱり身近に加工場があったらとか、

例えば自分たちの商品を造るにしても、近くでチャレンジできるようなそういうキッチン

というか、そういうセントラルキッチン、加工場があるといいなというような声も聞いて

おります。その中で、ちょっと今回、自分も調べさせていただいて、今回この質問させて

いただきます。 

      観光と農業の町として、町長もお話しされているように、町のブランド力というのをこ

れ向上させていかなければならないと思います。また、水上温泉のほうでも、産官学金の

事業等でも高付加価値事業を含めて推進していく中で、これからやっぱり大きな変化が生

まれてくるのではないかなと期待しています。その変化を予測した上でやっぱりブランド

力向上していくときに、地域の生産者や事業者がやっぱりチャレンジできる環境が必要で

はないでしょうか。そのあたりについて、町長の見解をお伺いします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町もいろんな起業とかも支援していますし、町民の皆さんがいろんなチャレ

ンジをしたいということであれば、それはいろんな支援策を用意していますので、そうい

った中で相談をしていただければというふうに思います。  
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議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） 実際に群馬県でも、上野村のほうでもＪＡとですか、行政のほうでもコラボ

して、農産物加工センターというんですか、これがあると思います。実際に町の事業者さ

んでも、この上野村の農産物加工センターのほうに依頼をかけたそうです。だけど、やっ

ぱりここも、もう造っているものがいっぱいで受けられないというような話をお聞きした

そうなんですね。なので、やっぱりこの農産物加工センターは、レトルト食品とか乾燥と

か粉末とかペースト、カット等々いろんな加工をされています。これは、地域の事業者さ

ん、また地域外の事業者さんもチャレンジできるような環境を整えているんだと思います。  

      実際に町として、加工場またはセントラルキッチン等への事業者または農業者さんへの

ニーズ把握というのは行っていますでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 事業者の方がどういうニーズ持っているかという話ですね。  

      茂木議員のご質問にあるセントラルキッチンについてですが、一般的な定義ですと、セ

ントラルキッチンというのは集中調理施設ということで、複数のレストラン、学校、病院

などの常に大量の料理を提供する必要のある外食産業や施設の料理を一手に引き受けるこ

とで、規模のメリットを追求する施設というふうに定義をされているようでございます。

また、学校給食の場合には給食センターがこれに当たるということであります。加工場と

セントラルキッチンでは目的によって施設内容に違いがありますが、いずれにしましても

町内産農産物をどう加工、販売するかということが重要になってくるんだというふうに思

っています。 

      例えば、みなかみ町の主要果樹でありますリンゴについては、生食での販売が主であり

ますが、規格外などのリンゴをジュースとして加工し、販売することも経営を行う上で重

要でありますが、現在、町内ではジュースにする加工施設がなく、農家の方がおのおの町

外に運び、商品にしている状況であります。各農家から農産物を収集し、一括で加工でき

る施設は、町全体のブランド力の底上げや農家所得の向上につながると思われますが、や

っぱり初期投資や運営経費を考慮し、やはり慎重に検討していく必要があるというふうに

思っています。 

      議員のご質問のとおり、農家や飲食店等事業者の皆様が生産から販売までの一連の流れ

をどのように考えているか、どのような施設を望んでいるのか、ニーズ把握が必要という

ふうに考えています。本年度も引き続きみなかみ町地産地消・６次産業化支援調査を行い

ます。その調査の中で、農家や飲食店等事業者のご意見、要望等を取りまとめていきたい

というふうに考えています。  

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） その推進協議会の中で意見を取りまとめて、ニーズの把握をされていくとい

う、それは今年度内でニーズを把握していくということでよろしいでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 
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町 長（鬼頭春二君） 昨年度から取り組んでいまして、今年度はまとめができるというふうに聞い

ています。 

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） 恐らくそういった中では、先ほど町長の答弁にもあったように、やっぱり加

工、または６次産業化を望む声というのは上がってくるかと思います。やっぱり６次産業

化の推進というところをしっかり町としても事業者、農業生産者の方をバックアップして

いけるような体制をぜひ整えていただきたいと私は思います。  

      ６次産業化といってもいろいろあると思うんですけれども、町として今その６次産業化

を推進していくといったときに、どのような考えを持って進む見解ですか、お考えですか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町では令和３年度よりみなかみ町地産地消・６次産業化支援事業として、地

産地消の拡大を通じた地域の活性化に必要な課題と展望を明確にして、６次産業化、食育

推進、人材の育成、確保、地域ビジネスの創設支援、販売機会の創出支援などの具体的施

策につなげるために、外部から現状がどのように見えるか評価してもらう業務を株式会社

共同通信社に委託し、現在、調査委員会による意見の取りまとめをしていただいています。  

      調査委員会からは、みなかみ町としてのブランドイメージをきちんと立てること、農林

業を結びつけた戦略をきちんと考えていくことが大前提であり、６次化の旧来の発想だと、

城内に小規模な加工施設を設置することが付加価値を高め、雇用を増やす点で適正化され

るかもしれないが、他の地域と競合するような中途半端な加工施設の新設は危険で、逆に

みなかみ町の農産物の加工の外部委託は躊躇すべきでない。６次産業化の基本を押さえた

上で、地域に引き付ける付加価値を最大化するための戦略も、コロナ禍の前と比べて複雑

になっているとの意見もいただいておりますので、今年度も引き続き調査を実施いたしま

すので、その調査結果を踏まえた施策につなげていきたいというふうに考えています。  

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） 考えは分かりました。 

      ちょっと１点、今思ったんですけれども、その推進協議会で今年度取りまとめるといっ

たところで、昨年度から実施していてニーズを聞いていて、それを今年度まとめるという

ことは、もうニーズを聞いたということなんですかね。まだこれから、聞いていないかた

もいらっしゃるということでいいんですかね。意見とかを聞いていない方もまだまだいら

っしゃる。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 道の駅にいろんな農産物出してもらっていますけれども、そういった生産者

の皆さんの意見を聞いて、今後どういうふうにしていったらいいかという意見を伺って、

今取りまとめをしているところだということでございます。  

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 
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２ 番（茂木法志君） であればよかったです。今回、去年からの買取りの件もあって、道の駅との

連携が今年度また強化されると思うんですけれども、買取りの事業のときに大分、農業生

産者の方も登録された方が増えたので、ぜひその増えたところでまだ聞いていない方がい

らっしゃったら、そういったところの方にも声をかけていただいて、ぜひ聞いていただき

たいたいなと思ったので、今質問させてもらいました。  

      それで、６次産業化推進の考えはお聞きした中で、地域の特産を生かした仕組みづくり

というところで、例えばなんですけれども、先ほど町長のセントラルキッチンの定義の中

にも出てきたんですけれども、給食等への活用というところで、これ学校給食というのは、

多分レトルトとかチルドとかそういったものも含まれて、今、現時点でも活用されている

と思うんですけれども、その中にやっぱり成分表などそういった基準をクリアしなければ

ならないというところが、ちょっと調べた中ではあるんですけれども、成分表とか基準を

クリアすれば、例えば仮に町で加工場またはセントラルキッチンを造ったときに、地域で

作った農産物を冷凍にして、それを給食の材料として使うことというのは、これは問題な

いですかね。可能、できることですかね。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 給食については、じゃ、教育長のほうから答弁させてもらいますよ。いいで

すかね。 

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇） 

教育長（田村義和君） 茂木議員の質問にお答えいたします。  

      地場産の加工場で造ったものを冷凍にしたものを給食で使えないかという質問かと思い

ますので、それについてお答えさせていただきます。  

      給食センターでは、現在でも冷凍の加工品を使用しています。業者から購入したもので

ございます。それは市販されているもので、栄養価や原材料などの表示があるものです。

さらに、給食はアレルギーやカロリー、栄養バランス、ウイルス対策など安全・安心で適

切な栄養管理等が必須ですので、業者にその表示以外に、その加工品の栄養分析表や原材

料配合割合表、衛生基準検査表などを提出してもらっています。このような内容に対応で

きるものでしたら、使用できるということになると思います。ただ、実際に使うとなると、

今度はコストや質、用意できる量なども総合的に検討して判断していくこととなると思い

ます。 

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） ありがとうございます。 

      何でお聞きしたかというと、やっぱり加工場をセントラルキッチンにしても、年間通し

て稼働できないと、やっぱりこれは継続していけないものだとは思っているので、例えば

リンゴだけでは駄目ですし、ほかのやっぱり葉物かそういった食材、そういったものもし

っかり加工したりとか、利活用できるような状況ができてこその今回そういった加工場、

セントラルキッチンの可能性が広がるのではないかと思っているので、例えば先ほどの給
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食にもし使えるんであれば、農業生産者の方に１年通してこれだけ使えるからその分作っ

てほしいとか、そういったところのちゃんと出口がある中での頼めるのかなと思ったので、

今回聞かせていただきました。  

      教育長がおっしゃるように、コスト、この問題というのは、どうしても何にでも付き物

だと思いますので、そのあたりも含めて今後６次産業化進める中でも、また地域の特産を

生かして取組を進める中でも、食育のことも昨日、町長の答弁でもありました食育推進計

画とか、１００％地のものでとかというところも含めて、やっぱりみなかみ町に住む子供

たちに限らずですけれども、やっぱり食べた物で体はつくられるということもありますの

で、そういったところも含めて、食育の中に地場、地の物をいかにどうしたら１年間ちゃ

んと使えるかというところも考えていただければと思います。  

      例えば、セントラルキッチン、加工場、これを造る検討をするというところで、課題に

なってくるのがやっぱり施設だと思います。今ある周辺の施設を活用するのか、また新た

に造るのかというところも、考えていかなければならないところだと思います。今後、人

口が減っていく中でもやっぱり空いてくる施設、または現状も空いている施設、あると思

います。 

      １２月の議会ですか、阿部賢一議員の一般質問の中でも、新治中学校の跡地の活用の方

法はということでご質問があったかと思います。その中でも、町長の中でも今後空かせて

おく、そのままにしておくわけにはいかないという中で、考えていかなければならないと

いうところがあったんですけれども、それから半年たつんですけれども、現状のその新治

中学校の管理体制等も含めて、今、現状の町長の考えというのをお聞かせいただけますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 新治中学校については、まだ現状、教育施設ということになっていまして、

現在取扱いが変わったかという話でしたけれども、特に変わってございません。以前のま

までございます。 

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） 以前のままということは、１年間、備品等を保管しておくということで答弁

があったんですけれども、それを保管しつつ、しっかり管理をされているということでよ

ろしいですかね。 

      例えば、これから先の話なんですけれども、遊休施設活用も含めて、やっぱり加工場を

するときにも、やっぱり部屋が分かれていないといけないとか、下が洗えないといけない

とかいろんな基準があると思うんですけれども、まさしく部屋が分かれているというとこ

ろの観点でいうと、新治中学校はいろいろ活用しがいはあるのかなと考えています。  

      あと、新治の給食センター等々も、これから人口減っていく中では、やっぱりそれも検

討していかなければならないのかなと私は思うんですけれども、そのあたり、町長、どう

ですか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） まずは、地元の事業者さんのニーズを把握した上で、地域事業者の皆様に必



R4-4（6.8）第 2号 

－76－ 

要とされる施設について検討していきたい。地元の皆さんがどういうふうに使っていきた

いかと、そのニーズがまだ把握できていませんので、そういったニーズを早く、もしある

とすればそのニーズをつかんで、今ある施設が利用していただけるのかどうか、そういっ

た検討をしていきたいというふうに思います。まだ業者さんも話もありませんので、どう

した業者さんが出てくるかも分かりませんので、具体的な内容が示され、町としても施設

を皆さんに使っていただけることになれば、それはそれでありがたい話だと思いますので、

具体的に検討していきたいというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 茂木君。 

（２番 茂木法志君登壇） 

２ 番（茂木法志君） ぜひ、今空いている施設もある、管理もしっかりしていかなければならない

と思いますし、ずっとそのままというわけにもいかないと思いますので、そのあたりも検

討を早めに進めていただく、しかし慎重に進めていただければと思います。  

      やっぱり加工場、セントラルキッチン等含めても、地域の事業者さんだけではなくて、

そこで例えばＯＥＭとか、主製品を委託してもらってそこの造るとかという形なんですけ

れども、そのＯＥＭというか可能になる施設であれば、みなかみで製造しましたというこ

とをラベルに貼れますので、みなかみで造っていますよというところをしっかりとアピー

ルできるような６次産業化にもつながると思うので、ぜひそのあたりも可能になるような

ところを、もしそのニーズ把握の中で取りまとめていく中であれば、そういったところも

検討の中にひとつ入れていただければと思います。そういったことができれば、町内、町

外の事業者さんからも活用できる施設ということで、持続可能な可能性というのも広がる

のではないかなと思っています。  

      そういったことも含め、ちょっと話あれなんですけれども、実際その加工場とかセント

ラルキッチン含めて、いろいろそういった施設ができれば、先日、今年度、特定地域づく

りの事業者の組合も設立した中で、そういう多種多様な働き方が可能になってくる状況で

あれば、やっぱりそういう加工場で午前中働くとか、午後は例えばラフティングに行くと

か、そういったところの雇用の場としてもひとつ提案できるような場所になるんではない

かなと思うので、そういった含めて、全体を含めて考えていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

      すみません、以上で質問終わりにします。ありがとうございました。  

議 長（山田庄一君） これにて、２番茂木法志君の質問を終わります。  

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序５   ８番 髙 橋 久美子   １．町民の方に寄り添った施策を  

                     ２．デジタルの活用で町民の方の安心安全を  

 

議 長（山田庄一君） 次に、８番髙橋久美子君の質問を許可いたします。  

      髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 
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８ 番（髙橋久美子君） ８番髙橋久美子。 

      議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。  

      質問は、町民の方に寄り添った施策をと、デジタルの活用で町民の方の安心安全をの２

点をさせていただきます。 

      まず、町民の方に寄り添った施策ですが、長引くコロナ禍や異常気象による自然災害の

頻発化への懸念、ロシア及びウクライナ情勢のあおりを受け、資源や穀物、原材料などの

価格が高騰し、行き先が不透明となり、住民の生活にも影響を及ぼし、不安も大きいとこ

ろです。 

      町政としても、財源の厳しい中でのかじ取りを求められ、大変だと思いますが、こんな

ときだからこそ、さらに町民の声に耳を傾け、寄り添う姿勢が必要かと思います。  

      先ほども述べましたが、国全体が行き先不透明な生活環境を強いられる中、国として地

方創生臨時交付金が、４月２８日付で交付限度額が通知されていると思います。国として

は、国民にきめ細やかな支援を届けるため、幅広く活用することが可能としていますが、

交付金の意義についての認識と当町への交付額をお答えください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 髙橋久美子議員のご質問にお答えをいたします。  

      ４月下旬に閣議決定したコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」の中

で、地方公共団体の実施に対する支援として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金があります。みなかみ町への交付限度額は１億１ ,０９４万４,０００円が示されて

おります。 

      交付金の使用目的ですけれども、令和２年４月に創設された新たな制度で、その目的は、

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経

済や住民生活を支援し、地方創生を図るため、緊急経済対策の全ての事項の対応として、

地方公共団体が地域の実情に応じて、きめ細やかに必要な事業を実施できるように交付を

されております。 

      今回も名称は同じ新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。国から示さ

れた内容は、地方公共団体が実施する、生活に困窮する方々の生活支援や学校給食等の負

担軽減など子育て世帯の支援、また農林水産業や運輸・交通分野をはじめとする中小企業

者等の支援といった取組をしっかり後押しするとありますが、従来と同じく地域の実情に

応じ、きめ細やかな取組に活用できるものとなっております。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） では、具体的にどのように活用していくのか、方向性をお伺いいたします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 今年度、町における臨時交付金に関する事業は、４月に補正予算として計上

し、議決をいただきました交付金額１億６,４２１万７,０００円を含む事業があります。

町民の生活支援として、おでかけタクシー券事業、高齢者世帯空調機器設置費助成事業、
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第２弾エールみなかみ商品券事業、また町内の経済支援として、農林水産物流通支援事業、

電子地域通貨活用事業など、現在開始、または準備が整い次第実施する状況であります。  

      今回の臨時交付金について、町といたしましては、交付金の趣旨を踏まえながら、さら

に生活者及び事業者支援を図るため、今まで実施してきた事業の効果を検証し、４月の補

正予算に計上した事業を念頭に置きながら、現在、次の支援事業の制度設計に取り組んで

いるところでございます。また、できるだけ早く支援事業を取りまとめて、補正予算を編

成したいと考えております。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） 今お答えいただきましたけれども、お答えいただける範囲でいいんですけ

れども、今まで学校給食費の負担軽減というところでも、材料費の高騰とかそういうとこ

ろの部分に充ててくださっていた部分というのもあると思うんですけれども、今後、水道

料金の減免とか建設業者への適切な対応、また事業者支援施策として地域経済の活性化の

ための消費喚起、それは今、ＭＩＮＡＫＡＭＩ ＨＥＡＲＴのこととかそういうことでお

っしゃっていましたけれども、そういったところへの使い方というか、そういうことはお

考えでしょうか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 細かい中身については、今現在取りまとめているところですのでちょっと控

えたいと思いますけれども、基本的には、国から示されております生活者及び事業者支援

を図るために活用していくんだという基本の考えの下に、現在取りまとめておりますので、

そういった方向で提案をさせていただくようになるというふうに思っています。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） 今の現在いろいろ施策を計画中というところで、それで中学生以下の子供

世代には給食費の高騰に対する配慮がなされているんですけれども、高校生は給食ではな

いので、保護者の負担軽減策というのが必要かと思います。例えば、コロナ禍の施策の中

で、子供リフレッシュ事業でＭＩＮＡＫＡＭＩ  ＨＥＡＲＴ５,０００円分を給付したよ

うに、今度は高校生世代に、それを対象にＭＩＮＡＫＡＭＩ  ＨＥＡＲＴ５,０００円な

どということも考えられるのかなということを提案したいと思います。  

      また、特に年金生活者の高齢者世帯の公共料金の高騰は、生活を直撃します。その意味

からも、考えていただけるかどうかあれなんですけれども、水道料金の基本額を申請式に

よる手挙げ方式で、ある一定期間支給するなどもお考えいただければと思いますが、今現

在の町長の見解をお伺いいたします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 髙橋議員ご提案のようにいろんなことが考えられると思いますので、ご提案

いただいた内容については、次回以降の臨時交付金を活用した生活者及び事業者支援のた

めの事業を検討する際に、参考にさせていただきたいというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 
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（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） よろしくお願いいたします。 

      ウクライナ危機の本格的な影響は、この夏以降に及んでくると言われています。国は、

コロナ禍から緊急小口資金などの特例貸付けや生活困窮者自立支援金、住居の住居確保給

付金の特例措置など様々な施策を設けてまいりました。それぞれの制度がこの物価高騰に

より期間の延長がされたり、運用が改善されたりしています。今後、生活が、事業が急変

した場合、どの制度が活用可能なのか、いま一度きめ細かく情報提供すべきと思います。

また、ワンストップで相談できる窓口機能を整えてもらい、町民の方が困ったとき声を上

げやすい環境を整備すべきと思いますが、見解をお伺いいたします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令された令和２年４

月以降、町では個人向け生活支援制度の特別定額給付金をはじめ、事業主向け保証制度や

資金繰り制度及びその問合せ先など、町のホームページや広報を通じて周知してまいりま

した。また、新型コロナウイルス感染症に関する総合的な相談窓口を臨時的に設けていた

期間もありました。３月からは新しくなった町のホームページにおいても、トップ画面に

新型コロナ感染症関連情報のアイコンを設けて、情報を得やすくしてあります。現在は総

合的な相談窓口はありませんが、支援制度ごとに町のホームページや広報、または回覧な

どにより、制度内容や問合せ窓口の周知を行っております。 

      国が直接支援するなど町以外の機関の支援制度については、事業者は、参画する団体及

び事業者自身がインターネット等を活用して、事業救済等に関する情報を得ているように

思っております。 

      生活困窮者や高齢者等への生活支援は、どのような困り事を抱えているのかの把握に、

民生委員さんや関係団体などと連携して対応し、的確な支援が受けられるように取り組ん

でおります。今後も町は社会福祉協議会などと連携を行って、生活に困っている方々への

支援制度の共有を行い、その情報を届けられるようにするとともに、相談を受けられる体

制をさらに強化していきたいというふうに考えております。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） そうしますと、町民の方がどこに行ったらやっぱり相談ができるのかとい

う見える化ということが、町民の方の安心・安全につながるかと思うんですね。なかなか

やはり実際自分が困ったときというのは、なかなかやっぱり声を出しにくいというそうい

う状況があると思うんです。それなので、ホームページとかそういうところで情報を取れ

る方はいいんですけれども、なかなかやっぱりそういうお声を上げられない方、そういう

方にやっぱり寄り添うために、できればこの窓口が、行けば本当に全部いろいろ相談でき

るよみたいな俗によく言うやっぱりワンストップですね。そこのところをより強く打ち出

すというところに関しては、町長の見解はどうでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町も限られた人員で業務を行っておりますので、特化した窓口を設置するこ
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とはちょっと厳しいと思いますけれども、役場の窓口、１階に入ったらすぐのところにい

ろんな受付の窓口がありますので、まずは相談をしていただきたい。そこで分からなけれ

ば、分かる担当を呼んで説明をする対応をしたいと思います。役場に来づらいとかそうい

う人がいれば、社会福祉協議会とか近くの民生委員さんとかにご相談をしていただければ、

町のほうにつなげていただけますので、まずはそういった形で取り組んでいければと思い

ます。 

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） なるべく先ほどお答えいただいていますけれども、やはり制度の周知徹底、

またきめ細やかな情報アナウンスというものを町民の方がきちんと受け止めることが、町

民の声をきちんと受け止めるということが、最大限寄り添うことにつながると思いますの

で、またその辺の、臨機応変にその辺の認識の対応をもっていってくださることを念願い

たします。 

      次に、介護保険住宅改修及び福祉用具購入費の支払い制度についてお伺いいたします。  

      この制度を利用された年間の件数が分かりましたらお答えください。また、支払いの方

法をお答えください。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 住宅改修と福祉用具購入の利用者数ということでよろしいでしょうか。  

      令和元年度は住宅改修が８９人、福祉用具が７６人、令和２年度が住宅改修が６６人、

福祉用具が８３人、令和３年度が住宅改修が７７人、福祉用具が７５人です。  

      その支払いの方法ということでございますけれども、住宅改修費及び福祉用具購入費に

ついては、利用者本人が一旦費用の全額を業者に支払っていただいて、その後、町に申請

し、自己負担分を差し引いた額を受け取る償還払い方式を原則としております。いずれも

自己負担は、所得区分に応じてかかった費用の１割から３割となっており、住宅改修の限

度額は一律２０万円、福祉用具の購入は１０万円となっております。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） 我が家でも最近この制度を利用させていただきました。この制度は、２０

万限度額内で手すりの取付けなど住宅改修ができるものです。先ほど町長もお答えいただ

きましたけれども、自己負担金が１割なので、限度額ぎりぎりまで使っても自己負担は最

大でも２万円ということになります。  

      そしてまた改修事業者には、一括で工事費の支払いをしなくてはなりません。マックス

の工事をすれば２０万円取りあえず支払いをし、後日、役場より差額分を返還されるとい

う形になっていると思います。高齢者のみの世帯でこれを支払うのは、負担感がきついと

思います。業者の方も言われていましたが、そんなにかかるのならやらないでおくよとい

う方もいらっしゃったとのことです。本来、ありがたい制度なのに、支払い方法でサービ

スが届かないのは残念なことと思いますが、町長の見解をお聞かせください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 
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町 長（鬼頭春二君） そうですね、せっかくこういったいい制度があるわけですから、皆さんに使

っていただきたいなと思います。支払いの関係で利用をためらっているということがある

とすれば、それは今後検討していかなければいけないと感じています。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） 県内でも改修工事費の１割の支払いで、負担軽減の目的ということで、受

領委任払い制度の導入の自治体が増えています。この物価高騰の折、当町でも負担軽減、

町民に寄り添う施策として受領委任払い制度も導入すべきと思いますが、改めて町長の見

解をお聞かせください。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 今まで受領委任払いでは、業者への支払いが遅くなることや、一部業者にお

いて本来必要のない工事の契約を迫る悪質なトラブルも聞いております。そういった意味

で本町は受領委任払いの導入はしておりません。一方で、県内では前橋、渋川、沼田市が

受領委任払い制度を導入していると聞いております。トラブルの対策として、事前に受領

委任払い取扱事業者の登録をしてもらうなど、対策を講じて実施しているところもあるよ

うでございます。近年、生活困窮者や経済的に頼れる家族がいない高齢者が増加傾向にあ

りますので、利用者の一時的な負担を少しでも軽減できるよう、現状把握と対応策の研究

を行い、今後導入に向けて検討していきたいと考えております。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） 時節柄、スピードの対応をよろしくお願いいたします。  

      次に、リトルベビーハンドブックによる育児支援についての質問をさせていただきます。  

      リトルベビーハンドブックは、小さく生まれた赤ちゃんとママ、パパのために作成した

低出生体重児用の手帳です。早産等による低出生体重児の場合、身長や体重などの成長や

運動機能の発達が正期産の赤ちゃんと比べて遅れることが多く、月齢ごとに標準的な成長、

発達を確認する通常の母子手帳では記録できない項目もあるとのことです。保護者の心理

的な負担が強くなっているので、発達の遅れを考慮した寄り添う形の手帳です。これは、

通常の母子健康手帳と一緒に保管、使用します。母子健康手帳での記載が難しい部分をこ

の手帳で補うものです。 

      そこでお聞きしますが、当町の低出生体重児の出産の人数をお伺いいたします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 直近３か年平均で年間５名程度というふうに聞いています。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） お答えいただきましたが、小さく生まれた赤ちゃんと家族を励まし、健や

かな子育てを支援するために、町はどのように取り組んでいるのか、お伺いいたします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町では、２,５００グラム未満の低出生体重児の出産状況は、先ほどもお話
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ししましたが、直近３か年平均で年間５名程度であります。その際に配付の母子健康手帳

は皆さん、同じものをご使用いただいており、低出生体重児用の特別なハンドブックとか

パンフレットの配付は行っておりません。しかし、個々のケースに応じて保健師による電

話連絡や訪問、定期健診以外での指導、作業療法士による個別相談など、きめ細やかな対

応を実施し、伴走的支援で不安の解消に努めております。  

      厚生労働省が、２０２３年度に約１０年ぶりとなる母子健康手帳の刷新を予定しており、

その中で低体重児への配慮を盛り込む方向であるという報道もありました。現状では即時

に独自のハンドブック等を作成する予定はありませんが、今後の国の動向や、導入された

市町村もあるようですので、それらの動向を注視して研究してまいりたいというふうに考

えております。 

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） お答えいただきましたけれども、やはり伴走的なきめ細やかな支援という

のがすごい大切だと思います。  

      県内でいち早くリトルベビーハンドブックを作成した渋川市にお伺いし、担当課長さん

に取組を聞いてまいりました。取組のきっかけは、市民の方からのお声だったそうです。

低出生体重児を育てた経験のある方が、渋川市でもぜひ作っていただきたいとの強い思い

を聞いて、県にも相談したそうですが、よい回答も得られず、単独でやるしかないと決意

し、リトルベビーハンドブックの先進県である静岡県とやり取りし、データを送っていた

だいて、職員の方に頑張ってもらい、最低限必要と思われるものを印刷して手作りのハン

ドブックを１０冊用意したとのことです。 

      それなので、予算はということでお聞きしましたら、紙代だけですということでおっし

ゃっていました。ともかく当事者の気持ちに寄り添うことが必要だと思ったとの言葉に感

動いたしました。 

      私も低出生体重児を育てた経験のあるお母さんから、私が出産したときにこれがあった

ならば、私は泣かなくて済んだかもしれませんとのお声や、母子手帳に何も書けなかった、

こんなものなのかなとの不条理の思いをしたなどの切々としたお声をお聞きしました。Ｓ

ＤＧｓの基本理念である誰一人取り残されることなく安心して子育てできる町、また今年

度から子ども家庭相談係の窓口も新設され、ますます子育て支援の重要度が増しています。

このとき、ぜひに当町でも低出生体重児の保護者の心情に寄り添った施策として、母子手

帳の複本としてリトルベビーハンドブックを作成すべきと思います。  

      先ほども、ちょっとすみません、町長のほうから県と国ということで、もう２３年、来

年、そういうことが出ているのでというそういうお答えはあったんですけれども、ただ

県・国の動向見てということなんですけれども、その動きを待つ間にも低体重のお子さん

が生まれる可能性もあるわけです。 

      これは、神奈川県のお母さんの言葉ですが、低体重３７２グラムで生まれた我が子に、

おなかで育てられなくてごめんねとつぶやいたそうです。本来でしたら、生まれてきてく

れてありがとうとか、おめでとうなどの言葉を頭の中で思っていたそうです。この深い悲
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しみの思いに、また母子手帳を交付され、１ ,０００グラム以上の子供の成長しか記録で

きない悲しみ、二重の悲しみに直面したとのことです。  

      神奈川県では、このようなお母さんたちの声が届いてリトルベビーハンドブックを作成

することになったそうです。この記録ができないとの悲しい思いにさせないために、国と

か県の体制が整うまで目の前の１人に寄り添えるように、せめて母子手帳に挟み込めるよ

うな形など最低限と思われるものを何らかの方法で、データは今いろいろ頂ける状況にな

っていると思いますので、考えていただくということについてのお考えはどうでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 先ほどもお話しさせていただきましたけれども、個々のケースにおいて保健

師によるきめ細やかな対応を実施しております。あわせて、ワンストップ的支援で不安の

解消にも努めており、年間５名程度ということで、町の保健師も状況はよく把握できてお

り、本当にきめ細やかな対応をしておりますので、そういった対応を続けていきたいと思

います。ただ、推進市町村もあるようですから、そういった動きも研究してまいりたいと

いうふうに思っています。 

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） 先ほども何度も言っていますけれども、やっぱりきめ細やかな伴走支援体

制というのが基本だと思います。その上で、今は時代が進んでというか、データのほうも

たくさんあったり、取れるような状況にはなっていますので、そこで出産したお母さん方

と寄り添う形で、こういうデータなんかもありますよみたいなそういうお声がけをして、

ちょっとやっていただくような形を取っていただければと思います。  

      次に、テント式赤ちゃん駅の備えについて質問をいたします。  

      これは、移動式赤ちゃんの駅と言われるもので、テント式なのでイベント会場など、簡

単に乳幼児のおむつ交換や授乳を安心して行うための専用スペースが設置できます。他の

自治体では、各イベント会場において赤ちゃんの駅を設置することで、乳幼児を連れた親

子が気軽に安心して参加してもらえるよう、無料で貸出しもしているようです。また、災

害時にも避難所等にスペースの確保ができるとのことです。  

      当町は、観光の町でもありますし、子育てをするならみなかみとアピールしているので、

子育て世代に寄り添った施策、また町に来ていただいたお客様に寄り添った施策として、

赤ちゃん駅の活用の見解をお聞かせください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） テント式赤ちゃん駅は、現在、町は導入しておりませんが、今後は乳幼児を

持つ子育て家族が、安心してイベント等に出かけられる環境づくりを検討していきたいと

いうふうに思います。 

      また、災害時の自主避難所でありますが、母子専用のパーティションを用意しておりま

す。パーティションには授乳やおむつ交換スペースのほか、粉ミルクや使い捨て哺乳瓶、

電気ポット、毛布やタオル、消毒液、簡易式トイレやスポットクーラーなどを完備し、母

子ともにリラックスできる空間として設置をしております。そのほか、避難所の設置にお
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いては、母子だけではなくお年寄りや障害者等、要配慮者に優しい避難所づくりを進めて

おります。 

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） お答えいただきましたけれども、やはりおむつ交換等で、イベント会場か

らまた車に戻ってするのは大変だというお声も聞いていますので、やはり子育て世代のあ

ったらいいなの、しっかりその声に寄り添う気持ちを形ということで、また今後の活用と

いうものを検討していただける方向でよろしくお願いいたします。  

      次の質問ですが、デジタルの活用で町民の安心と安全からの２点を質問させていただき

ます。 

      最初の危機管理水位計など防災情報の活用はということですが、６月から１０月にかけ

ては、梅雨から台風と大雨に注意が必要な季節となります。気象庁は、今月から集中豪雨

をもたらす線状降水帯の発生を半日前をめどに予報する取組を開始いたしました。県でも

５月２０日より河川防災情報サイト、かわみるぐんまを一般公開しています。  

      ２０１７年の北九州北部豪雨では、中小河川への水位計の未設置が住民の避難の遅れの

一因と指摘され、１８年から危機管理水位計が全国の中小河川に導入されてきています。

これは、大雨などで河川の氾濫リスクが高まったときのみ１０分ごとに水位を観測、その

結果をリアルタイムで見える化し、住民の備えを促すものです。これが、手持ちのスマー

トフォンで誰でも活用できるようになりました。このシステムをかわみるぐんまに連動し

ています。 

      当町にも危機管理水位計が６か所か７か所ぐらい設置されていると思うんですけれども、

町民の迅速な避難を促して、安全確保のためにも、ぜひとも防災 Info みなかみにかわみ

るぐんまをリンクできるようにすべきと思います。緊急時、いろいろなところから情報を

取るのは大変です。見解をお聞かせください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 河川の水位や土砂災害の発生場所など、災害情報の入手には様々なコンテン

ツが存在していますが、今年度から運用を開始した町の新しい防災情報配信システム、防

災 Info みなかみでも、これらの情報が迅速に入手できるようになっております。  

      髙橋議員のおっしゃる群馬県、かわみるぐんまは、洪水氾濫時における県民の迅速かつ

的確な避難行動、水防活動を支援するサイトとして今年５月に一般公開されました。河川

の水位や画像など、川の情報を入手するアイテムとして優れたものでありますので、防災

Info みなかみからも閲覧できるよう、作業を進めていきたいというふうに考えています。  

      この防災 Info みなかみは、デジタル携帯電話網を活用した新しい防災情報配信システ

ムでありまして、国民保護情報Ｊアラートや気象情報のほか、町民の身近な防災情報等、

迅速かつ正確に配信が可能となります。また、アプリを利用されている方には、先ほどの

資料集から群馬県の土砂災害情報提供システムや気象庁のキキクル、町のハザードマップ

や東京電力の停電情報、ＪＲ鉄道運行状況、高速道路・一般道路の交通情報など、発災時

に必要な様々な情報が簡単に入手できるよう、利便性を考慮したシステムとなっています。  
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      そのほかの情報ツールとしましては、昨年９月に防災協定を締結したヤフージャパンが

提供するアプリ、ヤフー防災からもみなかみ町の災害情報などが入手できるようになり、

テレビやラジオ、データ放送など、様々な分野からデジタル技術を活用した情報提供を行

っておりますので、ぜひご利用いただきたいというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） 先ほどお答えいただきましたけれども、今後の課題としては、水位計にし

ても、ハザードマップにしても、インフォカナルにしても、身近なところで私たちの安

心・安全につながっているんだというところを、いかにやっぱり町民の方に周知徹底する

かというところが大事だと思うんです。先ほどインフォカナルのことも、かなりいろいろ

な情報が取れるんだということを改めて認識したわけですけれども、そういったことをや

っぱり町民の方にどのように今後徹底していくのか、そういう取組が、もし強化などどう

いう取組がされているかということがございましたら、お願いいたします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 昨日の石坂議員の一般質問の中でもお答えしましたけれども、まだまだ全町

民の方がアプリを登録してもらっている状況にはなっていません。職員には機会あるごと

に、皆さんに登録していただくようにやってくれということでお願いしているんですけれ

ども、いろんな会議とか大勢の方が集まるところに職員が出向いていって、登録の仕方を

説明したり、実際に登録を手伝ってやったりして、登録者を増やすこともやっています。  

      ホームページや広報等で周知するのは当然なんですけれども、なるべく大勢の方が集ま

るようなところに職員自ら行って、登録を手伝ってやってくれという話をしていますので、

例えば地域の皆さんの会議があるとかそういったこと連絡いただければ、職員が伺って登

録のお手伝いができるようなこともやっていきたいと思いますので、いろんな機会を通じ

て登録の機会を増やしていきたいと思います。ぜひ、町民の皆さんに登録をしていただく

ようなことをやっていきたいというふうに思っていますんで、よろしくお願いします。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） もう、ちょっとこの辺はしつこいかなと思うくらい、何というんですか、

利便性とかそういうこともいろいろなところで徹底していただきたいと思います。それが

本当に町民の方の安心・安全につながってくると思いますので。  

      最後の質問ですが、道路の破損箇所や災害時の土砂崩れの通報、不法投棄の通報など、

ＳＮＳの活用についての質問です。  

      この質問は、令和２年の９月定例会で質問をさせていただき、町長より、これを行政が

使わないというのはないんだと思っています。やはり使える状況は整備して使っていくと

いう、そういうスタンスは必要なんだと思っています。まずは、町の体制を整備して、使

えるような状況にはしていきたいとは思っていますとのご答弁をいただきました。その後

の進捗状況をお伺いいたします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 
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町 長（鬼頭春二君） 道路の破損などの通報においては、平成２９年４月１日に、日本郵便株式会

社月夜野郵便局長さんと地域における協力に関する協定を新たに締結し、協定に基づき、

道路の異常や不法投棄が疑われる廃棄物を発見した場合は、町に電話やファクスで情報提

供をしていただいております。そのほかの情報提供は、行政区長さんや地域住民から電話

によるものが主となっており、災害時の通報についても同様の対応となっております。  

      町は、災害時の対応強化といたしまして、昨年度、デジタルツール、自治体ビジネスチ

ャットを導入し、避難所開設時における職員間の連絡や災害現場の情報入手の迅速化を図

り、物資の配給や復旧作業がよりスピーディーに実施できる体制整備を行いました。現在、

町民と町の情報共有ツールにはホームページとツイッターがありますが、今後は他の自治

体が活用している通報用アプリやビジネス版ＬＩＮＥなどを参考に、新たなデジタルツー

ルの導入を検討していきたいというふうに考えております。  

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） 人口が減っていく中で、今までと同じことをやっていたら、人に寄り添う

ということができなくなってくると思います。  

      今、町長がお答えいただいたように、通報アプリとか、あとはまたＬＩＮＥでのそうい

うことを今後町で検討していくということなので、この辺も今、最近も聞いたんですけれ

ども、町民の方が新しくできた道路のところで、停止線をぜひここには造ったほうがいい

んじゃないかということを町のほうにご連絡したらしいんですけれども、それは区長さん

から通してくれと言われたらしいんですけれども、その方はそこの区に住んでいる方では

ないので、やはり本来でしたら区長を通しての要望なのでしょうが、居住区以外のところ

のそういう方から危険箇所などのやっぱり通報もあると思うので、やはりそういった一日

も早いそういったツールの活用というのは、進めていただきたいと思うんですけれども、

具体的にはいつぐらいまでに進めていきたいとかという、そういうところはございますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） いつまでとかそういったことは決めていませんけれども、こういう時代の流

れですから、なるべく早い時期に検討を終わりにするようにしていきたいというふうに思

います。 

議 長（山田庄一君） 髙橋君。 

（８番 髙橋久美子君登壇） 

８ 番（髙橋久美子君） デジタル化で、何度も言うようですけれども、浮いた分の人手、それを人

に寄り添うような仕事や、人手でぬくもりを与えるような仕事をやっていこうというのが

デジタル化だと思いますので、いろいろな部分で一日も早い実現を念願いたしまして、一

般質問を終わりにいたします。ありがとうございました。  

議 長（山田庄一君） これにて、８番髙橋久美子君の質問を終わります。  

      ここで暫時休憩をします。再開を１０時５０分とします。  

（１０時２６分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 
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（１０時５０分 再開）  

議 長（山田庄一君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序６   １番 牧 田 直 己   １．子どもの学力の向上と体力の保持増進における取  

                       り組み  

                     ２．学校にある図書室の新たな活用における取り組み  

                     ３．デジタル行政の推進のための取り組み  

 

議 長（山田庄一君） 次に、１番牧田直己君の質問を許可いたします。 

      牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） １番牧田直己。 

      議長の許可をいただきましたので、一般質問を行わせていただきます。 

      本日は、大きく分けて３つの分野からご質問をさせていただきます。  

      まず１つ目、子供の学力の向上と体力の保持増進における取組について伺います。  

      この質問をさせていただく背景としては、一人でも多くの子供たちに、なりたい自分に

なって、ならせてあげたい、子供たちの自己実現をしやすい環境につなげていきたい、そ

して日々の生活を健康で元気に、できないことができるようになり、自分の成長を実感で

きる子供を増やしていきたい、こういった思いからこの質問に取り組ませていただきます。  

      まず初めに、何といってもやはり健康と体力、これに勝る大切なものはないのかなと思

っております。 

      近年は、言うまでもなくコロナウイルスの影響によって、子供同士で元気よく校舎内外

で体を動かしたり、遊んだりする機会の減少、また休校の措置とかも様々なことがありま

した。 

      従来のように人とつながったり、そして体を動かしたりするなど、長い間子供たちが活

発に活動できる機会が大幅に減少させられてきた背景もございます。  

      そういった時勢的な影響によるものだけではなくて、現代の子供たちの体力の低下につ

いては、近年の社会問題として大きく取り沙汰されるテーマでもございます。  

      文部科学省によれば、体力運動能力調査、全国でやっております。これによると、１９

８０年代をピークに、やはり低下傾向にあるとされていて、令和３年度の全国体力運動能

力、運動習慣等調査の結果、これを踏まえると、令和３年度は例年に比べて大幅に体力の

低下が見受けられております。令和２年に関しては、コロナの影響で調査ができなかった

ということでございますけれども、特にこの持久走に関しては、小中男女において大幅に

低下している傾向がございます。 

      そこで、みなかみ町の子供たちの体力についての変化について伺えればと思います。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  
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教育長（田村義和君） 牧田議員のご質問にお答えいたします。  

      みなかみ町の体力の変化ということでございますが、ある時点での現状についてお伝え

したいというふうに思います。  

      体力測定の結果については、先ほど牧田議員もおっしゃいました全国体力運動能力運動

習慣等調査の令和３年度の数値でお答えをしたいというふうに思います。  

      この調査は、握力や体前屈、反復横跳び、５０メートル走、ボール投げなど、持久走も

入りますけれども、８種目の測定結果を点数化して、全国平均に対しての相対的な位置が

分かるものでございます。 

      その数値で言いますと、令和３年度の結果は、みなかみ町の小学５年生は男女とも全国

平均を上回っています。中学２年生は、女子は全国平均を少し上回っていますが、男子は

下回っているというような状況です。  

      先ほど、傾向ということがございましたけれども、小学生については、あまり低下の傾

向は見られないという状況で、みなかみ町にとっては、中学生にとっては、やはり運動の

機会が減っている関係で、やはり数値のほうは下がっているというような状況でございま

す。 

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） 今、私の手元に、その全国の調査結果、これがあるんですけれども、これを

見ると、令和１年から令和３年、令和２年度はありませんから、平成３０年からにします

かね、こう見ると、本当びっくりするぐらい、明確に低下をされています。  

      今、教育長がお伝えいただいた、この数値というのは、この、恐らく全国的にも下がっ

た上でのデータなんだと思います。  

      例えば、この平成３０年と比較したときと比べて下がっているのか、それとも平成３０

年を基準としたときに下がっていたり上がっていたりするのか、そのあたりはどうでしょ

うか。 

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 手元にある、その調査の結果で言いますと、全国の推移も本県の推移も、や

はり右肩下がりというような状況はございます。ただ、小学生の女子については、大幅な

低下はないような状況がございます。  

      それに比べまして、みなかみ町の子供たちの、小学生の点数で申し上げますと、例えば

小学男子でございますと、全国が、やはりかなり下がっていて、全国の平均が５２.５と

いうところで、みなかみ町の小学男子にしますと５４ .８ということでございますので、

この５４.８というのは、全国の平成２９年の５４.１よりも高いというような状況ですの

で、比較的、小学生については体力の下がり具合が、みなかみ町は大きくないというよう

な状況であります。 

      ただ、中学生については、同じように、特に男子につきましては、全国と同じように数

値が下がっておりますので、これは大きな課題かなというふうに考えております。  



R4-4（6.8）第 2号 

－89－ 

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） その回答をいただいて、これはすごいことだなというふうな、率直な意見で

す。やはり、どこの数字、どのスポーツテストの結果を見ても、びっくりぐらい、本当に

下がっているという背景がある中で、教育長が今おっしゃった部門については、５４ .８

ということで、平成２９年の数値よりもよいということだと思うんですけれども、なかな

か難しいと思うんですが、どうしてその部分だけそういう結果が出てきたとお考えになら

れるか、そこをお聞かせいただけますか。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 実際の因果関係を詳しく分析はしておりませんが、学校の取組とこの数値の

結果を照らし合わせたときに言えることが、小学校については、群馬県が毎年全学校に指

示を出してやっている体力向上プランというのがあります。それはどこの小中学校も毎年

その計画を、まず春出しまして、その成果を年度末に県に報告するというような形になっ

ております。 

      その中で、やはり、小学校については、業前のランニングだとか、サーキットだとか、

業間でも同じようなサーキットだとか、カードを作って体力向上のための何かやるという

のも大変充実しているというので、このコロナ禍でも、割合とそれは継続して、感染対策

をしながら続けられているというような状況がありまして、子供の運動量を確保する工夫

を、各学校がしているという状況があります。  

      ただ、中学校については、部活動がやはり中心になっているというのが、これが非常に

大きいというふうに、中学校の校長のほうも分析をしていました。結局、部活動で体を動

かす機会というのが、非常に中学生の場合多いので、それがかなり奪われているというの

で、かなり体力の低下につながっているだろうというふうに考えています。  

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） 小学生においては、そういった対応をされているということで、実際にこの

平均値より上に行っているということは、しかも、ちょっと上に行っているではなくて、

ちょっと前よりかは非常に高い数字を出しているということで、それは本当にすばらしい

ことだなというふうには感じる反面、今教育長からもお話があった中学校の関係で、それ

こそ部活動ということが、体を動かすことにおいては体育と部活動、ここが中学校におい

ては主になってくるんだろうと思うんですけれども、ここで部活動の運動時間の活動変化

について、これもちょっと調べてみたんですけれども、１週間の平均部活動時間について、

これ全国です。平成３０年が男女で約、１週間です、１５時間というと、単純に割る７し

たときに、１日２.１時間ぐらいだと、２時間だとします。令和３年度においては、男子

が１０時間５８分、これ１日だと１時間半と。１日３０分ぐらい短くなっている傾向にあ

ると、コロナ前とコロナ後で。女子は１０時間４６分と、男子と似たり寄ったりだなとい

うことなんですけれども、特にこのみなかみ町の場合、中学校統合も行われて、スクール
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バスの都合からも、全国平均と比べても、より部活動というか、そこにかけられる時間と

いうのが少なくなっていくのではないかなということが、こう考えられるわけであります

けれども、まず、中学校の部活動の全国平均として見たときのみなかみ町を比較してもら

うのと、あとは今後の部活動の活動時間の確保について、これをどう考えられているのか、

そこについてお伺いいたします。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 実際に細かな数値は取っておりませんけれども、部活動の時間につきまして

は、やはり教員の働き方改革の関係で、部活動の基本計画を各市町村も学校もつくってや

るという中で、国のほうのガイドラインが、平日１日なしの日をつくるということがあり

まして、それで土日もどちらか１日、半日程度ということで、平日が、ですから４日間の

１日２時間程度まで、休日が半日３時間程度で、どちらかというような基準が出ておりま

すので、それに沿うように学校も計画していますから、それ以前は、当然平日で言えば毎

日やっているとか、土日も練習と試合とかということで、かなり昔のほうは部活動の時間

が多かったということがありまして、それはみなかみ町でも、その基準に沿って部活動の

ほうを実施しておりますので、昔に比べれば少なくなっているということでございます。  

      それと、今度中学は統合しまして、スクールバスが広範囲にわたるということですので、

基本的に、帰りの時間が、今部活のピークになりますけれども、これまでは６時１５分が

完全下校ということで、大体部活を６時には上がってということでしたけれども、やはり

そうしますと、遠いところは７時過ぎてしまうというようなことがありますので、今は完

全下校が６時と。ですから１５分繰り上げてあるというような形です。ですので、実際、

部活動をする時間は、毎日１５分ずつは減っているというような状況があります。ですの

で、全体的には、昔に比べ当然減っておりまして、スクールバスの関係で若干は少なくな

っているというような状況でございます。  

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） その学校の先生の働き方改革もしかり、私ももともと新卒で、最初、社会人

経験の最初が教師というものもあったので、そういったものがどういう環境なのかという

のは、よくイメージがつくところです。  

      それこそ、私もバスケ部を持って、高校のバスケ部を持っていたんですけれども、本当

に朝から晩まで、朝練も入れて朝５時から学校に行って、帰るのはもう１２時過ぎだとか、

平気にありましたので、やはり、働き方というのは、学校の先生が潰れてしまったら、こ

れはもう本当に子供に大きな影響を与えるので、それはそれとして、本当に大切なことな

んだと思います。 

      やはり、統合の関係によっても、スクールバスの関係で、部活動の時間も、昔よりかは

少なくなってしまうというお話をいただきました。その限られた時間の中で、じゃ、どう

やって子供たちの体力というのを確保していくかと、ここをしっかりと検討、議論してい

かなきゃいけないことなんだと思います。  
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      健康、何よりも健康が大事ですし、それこそ、この後肥満の話にもつながりますけれど

も、やはり、そういった子たちが増えていかないように、ちゃんと健康でいられる環境づ

くりというのは、やはりスポーツから、運動からできると思うので、そこの議論というの

を、これからちょっと深めていただきたいなと、私もいろいろと考えさせていただければ

と思っております。 

      一つに、今回ちょっと角度を変えて、姿勢というものに、ちょっと着目をして、子供の

体力というのを鍛えられないかなということを考えてみました。  

      子供たちが日頃の姿勢が、子供たちの体力に及ぼす影響というのが、やはりどうしても

あると、いろんな本で読んだり、研究者の話を聞いたりしてみたんですけれども、背筋力

の低下が子供たちの体力の低下につながっていると提起している方もいらっしゃいました。  

      また、その背筋力がその他体力測定に及ぼす効果を検証した実験によると、背筋力指数

を高めることで、同時に、上体起こし、垂直跳び、立体体前屈、腕立て伏せ、握力、そう

いった体力要素にも反映する傾向が見受けられたという調査もございます。  

      また、背筋を鍛えるのは、日頃から姿勢を伸ばして整えることによって、体を支える筋

肉のトレーニングにもなるということなんです。  

      運動して体力を鍛えることができる時間限られているのであれば、日頃から姿勢を意識

された姿勢教育ということにも視野に入れてみるのはいいかなと思うんですけれども、今

の話をちょっと聞いて、教育長の見解と、それと現場経験も、教育長そこしっかり長いで

すので、これら姿勢を整えることによっての子供たちのメリット、そこについてちょっと

伺えればと思います。 

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） その姿勢というのは、大変重要なことだというふうに思います。  

      低学年の指導でも、まず机に向かって正しく座ると、背筋を伸ばすというのは、もう基

本的に大事にしてやっていますが、それが低学年の時に身についていれば、そのままいく

んですけれども、なかなかそれを継続されないで姿勢が悪くなると、それは視力にも影響

しますし、今言った、背筋力が運動能力の質を高めるということがあれば、参考にさせて

いただきたいというふうに思いますし、学校の保健指導でも、そういう面に注意してやっ

ていくのは大事かなというふうに思います。  

      あと、先ほど、話のほうが、運動量の確保がなかなか難しいということなので、姿勢に

視点を当ててというようなご提案かというふうに思いますけれども、その運動量の確保に

つきましては、みなかみ中学に統合しまして、先ほど言いましたようにスクールバスがあ

るのでというので多少短くなっていると。じゃ、学校の中で、やはり運動量を確保しなく

ちゃならないだろうといったときには、部活だけでなくて、やはり業間を使うしかないと

いうふうに思いまして、今、みなかみ中学校では、学級数が増えましたので、ただ、校舎

の広さは変わっていないということなので、掃除の時間をＡ・Ｂの２班に分けまして、Ａ

班が掃除をする週と、そのＡ班が掃除をしている週は、Ｂ班はランニングをしていると、

運動をしていると、サーキットするということで、運動量を確保するための掃除班と運動
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班に分かれて運動量を確保するという取組も、この４月から始まっていますので、その辺

も一応、情報提供させていただきます。 

      ただ、姿勢につきましては、非常に憂慮している大事な視点だなというふうには感じて

おります。 

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） そうですね、運動時間の確保が難しいという視点から、ちょっと何か、動か

ない時間帯のときにでも、体にいい影響を及ぼす方法として、この姿勢というのが一つあ

るんではないかというお話をさせていただきました。  

      その後、教育長が、部活動の時間は確かに少なくなってしまうけれども、ただ、日頃の

学校の生活の中で、掃除というものを有効活用して体力の増強に図っていると。特にＡと

Ｂに分けてランニングをされているということですから、これは非常にいい取組だなとい

うふうに、率直に感じるところでございます。  

      今度は、肥満についてちょっと伺いたいんですけれども、全国調査結果を踏まえると、

令和元年から３年にかけて、非常に大きく上昇している傾向が見受けられます。  

      みなかみ町の子供たちの状況について、どんな肥満傾向にあるのかと、もしくは変わっ

ていないのかと、それと、あとは今後の、それを踏まえて、そこの対策について伺います。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 小中学生の肥満の割合を、まず申し上げたいというふうに思います。  

      身長別標準体重よりも、俗に言う標準体重、標準体重よりも２０％以上重くなると肥満

傾向ということになりますが、学校保健調査で全国比較ができる小学校５年生と中学２年

生の数値を見ますと、ちょうど手元にあったのが令和２年度の全国の数値でしたので、令

和２年度の場合の全国とみなかみ町の肥満傾向の割合を比較した数値を申し上げたいと思

います。 

      みなかみ町の小学校５年生は、肥満傾向の児童の割合がおよそ１７％、お手元に数値お

持ちかと思いますけれども、中学２年生はおよそ２１％、これ男女合計してということ、

小学５年生男女合わせて１７％、中学２年生男女合わせて２１％、これはいずれも全国の

割合を大きく超えております。この傾向は、全国は、やはりだんだん、その肥満傾向の数

値が高くなっているんですけれども、やはりみなかみ町も数値が高くなっているという状

況です。 

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） 数値を見ると、小学生の男子で、全国だと１３.１％、女子が８.８、平均す

ると大体１０ぐらいですかね、のところ、１７％と、中学生においては、全国だと男子が

１０％、女子が７.１％のところ、２１％と、非常に高い数字が見受けられるなと思って

おります。 

      ただ、どうなんですかね、その計算の仕方として、母数が小さいじゃないですか。要は
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人数が少ないので、それに、要は１人、例えば肥満傾向のある子が１人いれば、それ、１

人、肥満が１カウントですよね。じゃ、残り、その３０人というと、割り方として、人数

が少ないと、やはりそれは顕著に出る可能性があるのかななんて、ちょっと思ったりもす

るんですけれども、その辺はいかがですかね。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） ですので、例えば中学２年生の女子を見ますと、大変高い年度があったり、

例えば女子も２０％ぐらいの年度があると思えば、翌年は１１％、ですから、学年が変わ

ると、その割合が急に変わるというようなところもあるので、その年度年度によって、や

はり母数が、みなかみ町というと限られますので、数値の変化はあると思いますが、全体

の傾向からすると、毎年度平均すると、全国をかなり上回っているというのは、私が就任

した３０年度から見ましても、毎年変わらないということでございます。  

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） 教育長の肌感覚としても、やはりそういう傾向にあるんではないかというこ

となので、やはりそこは、これから学力の話もしますけれども、学力が高いとか、そうい

った以前に、やはり何よりも大事な健康という部分に影響が及ぼしますし、また、大人に

なるにつれて、子供の頃の肥満が大人になってからの生活習慣病に関わる、この影響とい

うのも、これ出ていますから、そういったことを踏まえますと、やはり子供の頃からの健

康管理、体重管理、そういったところは本当に、今後の子供たちの人生を支える上で大変

重要な部分だと思いますので、どうすればそれは改善できるのかというところも踏まえて、

これから一緒に考えさせていただければと思っております。 

      続いて、学力についてお伺いしますけれども、ちょっと時代背景からも少し話をしたい

んですが、これからの時代、グローバル化、ＩＴ技術の発展、そして消費者行動の変化に

よって、社会を取り巻く構造の変化、これ急速に加速するとうたわれております。  

      例えばですけれども、今当たり前のように手元にしているスマートフォン、これ２０年

前を振り返ると、そんなものができるなどという考えもしなかったと思います。だけれど

も、このスマホ一つできたことで、まさに産業構造、がらりと変わりました。  

      例えば音楽、音楽は昔はラジカセを買ったり、私が学生の頃はＭＤウォークマンという

ことだったんですけれども、これ、スマホができたことで、それら買う必要もなくなりま

した。昔は録画していた、昔はテレビの録画でいうと、ビデオデッキとか、そういうのあ

ったと思うんですけれども、今じゃ、録画も動画視聴サイトで簡単に見られる時代になっ

たと。 

      買い物さえ、クリック一つで家まで必要な物が届く時代になりました。確かに物流業界

は盛んになるかもしれないんですけれども、衰退した業種も様々あるはずなんです。  

      このように、すごい勢いで時代というのは変化していくんだろうと、むしろその速度と

いうのは、これからより速くなっていくことが予想されているということが、まずござい

ます。 
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      ほかにもあって、昔のように、例えば働き方も本当に多様になってきて、一つの企業に、

例えば年功序列、終身雇用でずっと勤めるということも、比較的少なくなってくるのかな

ということが想像もできます。  

      これからの時代を生き抜く子供たちは、昔も大変なんですけれども、これからも大変だ

と思います。だからこそ、通告にあるように、変化の激しい社会の中で、一人一人が自己

実現をしていくために、できる限り義務教育期間中に基礎学力を高め、そういった環境づ

くりがこれからより必要になってくるのかなと思っておりますが、そのための方策につい

て伺います。 

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 牧田議員のおっしゃるとおりで、基礎学力といいますか、今みなかみ町で力

を入れて、学校のほうの指導で力を入れてほしいということでお願いしているのは、やは

り基礎的・基本的な知識・技能の定着の徹底と、課題意識を大事にした探究型授業の取組、

それによる思考力・判断力・表現力等の育成になりますけれども、ここに特に力を入れて

取り組んでいただくようにお願いをしているところでございます。  

      この特に探究型という、課題を意識して、今日何をやるかという見通しを持って授業に

取り組むというところに力点を置いて、日々の授業を進めるということは、全国学力学習

状況調査の、いつも上位にいる県の取組でも徹底されていることで、これも３年前から、

特に教育行政方針の中にも明記いたしまして、学校にお願いしているということでござい

ます。 

      これが、これからの社会に生きる、本当に基になる力になるだろうというふうに考えて

いるところでございます。 

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） みなかみ町として、また群馬県として、力を入れたいこととしては探究力と、

そういったことを中心に、子供たちの生きる力というか、生活していくための力というの

を育んでいきたいというお話を、よく理解はできます。私も本当にそれと同じ意見でござ

います。 

      それに加えさせてもらえるのであれば、読み解く力、これが今後必要になってくるんで

はないかなと、私は思っております。  

      読み解く力というのは、文章を読むことに加えて、人の気持ちを察したり、人のことを

やはり考えたり、そういった力も必要になってくるんですけれども、今冒頭に、この社会

の背景をお話ししましたけれども、どうしてもこれから、人工知能がどんどん出てくると。

そういったときに、やはり子供たちが、じゃ、働ける環境というのは、今と本当に変わっ

てくると。じゃ、例えばなくなってしまう職種も、これからどんどん増えてくるというこ

とが考えられる中で、人工知能にできないことって何かなということなんです。それが、

人工知能にできることとしては、計算、暗記、これは物すごく優れます。だけれども、自

分で読み解いて理解して、必要な行動を取るという力というのは、これどうしても人工知
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能にはできないと、人間のほうがはるかにというか、人間にある力だと思います。  

      やはりこれからの時代を見据えたときに、教育長が冒頭おっしゃった探究の力、これに

付随して、読み解く力と、人の気持ちを考える力とか、そういったところ、これが重要に

なってくると思いますけれども、今の私のこの答弁、言わせてもらって、教育長感じたこ

とがあれば、ご意見いただければと思います。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 牧田議員のおっしゃるとおり、読解力ということになるかというふうに思い

ますけれども、一般的な国語の読み取りの力と、ＰＩＳＡの国際学習到達度調査、３年に

一度やっている国際的な学力調査ですけれども、それには読解力と数学的リテラシーと科

学的リテラシーというのがあって、読解力はその３つの柱の大きな１つになっています。  

      ですので、そこで言っている読解力というのは、情報を探し出すとか、理解するとか、

それでまたその内容を評価して考えるというように、広い意味でいろんな情報を集めて、

自分で読み解いて、それを使うという力になりますけれども、これは非常に重要なので、

そこに視点として挙げられているということです。  

      それが、日本の検査結果が今までかなり高かったのが、この２０１８年の結果では、２

０１５年に比べて、２０１５年の時は世界８位だったのが、１８年には１５位に落ちてい

るというようなところで、やはりこの日本の課題でもありますけれども、それは同じくみ

なかみ町の課題にも直結するということで、やはりご指摘のとおり、読み解く力、読解力、

これは非常に重要な力で、注意して指導していかなければならないなというふうに思って

います。 

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） まさにその読解力、これから本当に必要な力になるということは、教育長も

群馬県も考えられているということで、例えば学力テストを受けたり、例えばこれから受

験を受けますといっても、やはり国語のテストで最低１万文字は、やはり出るみたいで、

正直、じゃ、その１万文字を、これしっかり読める子が何割ぐらいいるかというと、これ、

今、それはもちろんいるんですけれども、大多数いるんですけれども、大きな割合で、や

はりどこまでその文字をしっかり読めて、読むだけじゃなくて、理解ができる、まさにそ

の読み解くというところまで持って行けるかという子供たちが、やはり一番根本的な読解

力という考えたときに、必要になってくることなんだろうと思います。  

      なので、この読解力というのは、例えば国語の試験だけに終わるものではなくて、それ

に付随する全ての教科しかり、生活しかり、これからの人生含めて大変重要になってくる

大本だと思っておりますので、じゃ、それをどうやったら鍛えられるのかということを踏

まえて、やはりこれから、より考えていかなければいけないなというふうに思っておりま

す。やはり、この本を読む、そういったことも同時に必要になってくるんだと思います。  

      時代の流れを、これ見据えた教育方針を持って、これからの学校運営に期待させていた

だいて、次の質問に移れればと思います。  
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      これもまた教育環境に付随するところなんですけれども、近年、地域の大人や子供たち

が、間接的にでも関わり合いが持てる空間や、ゆっくりと読書や自分の時間を過ごせるこ

とができる居場所づくりの必要性がうたわれております。  

      学校の図書館を住民に開放する、地域開放型図書館の可能性について、制度として可能

なのか、そうではないのかについて、まず伺います。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 学校図書館法第４条２項で書いてありますけれども、学校図書館はその目的

を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができるというふう

にありますので、法令的には、地域開放型学校図書館としての利用は可能になります。  

      しかし、学校図書室を一般開放するためには、幾つか課題もあると思いますので、それ

についてちょっと申し上げますと、１つ目は、学校図書館法第３条にありますように、学

校図書室の本来の目的が、児童・生徒・教員の利用に供することとなっていますので、一

般利用者が図書等を借りていったことにより、その目的が阻害されるようなことがあるの

はうまくないということがございます。  

      ２つ目は、児童生徒が必要とする図書等と一般利用者が読みたい本の趣向が違うことに

なります。一般利用を考慮した図書を置くということは、その蔵書スペースを作らなけれ

ばならないということなどもありますので、その配置の問題とか、そういうことも２つ目

の課題としてあります。 

      ３つ目は、やはり一般の方が利用するということは、それを管理する職員、図書館司書

が常駐するというような必要も出てくる。  

      ４つ目、最後になりますけれども、学校内にいろいろな方が入りますので、児童生徒の

安全性の確保という課題もあるということがございます。  

      地域開放型の図書室としての一般利用は、これらの課題を解決しなければならないので、

簡単にはなかなか、すぐできるということではないというふうに思いますが、可能性とし

てはあるというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） 簡単ではないけれども、可能性としてはあるんだというお話だと思います。  

      確かに、教育長が今述べられたこと、これまず子供が第一ですから、もし仮に余剰分が

できたときに、これ地域に対して開放し、やはりそこが人と交わる拠点になっていくとい

うことも重要なことかなと私は感じるところであります。  

      この質問をした背景には、やはりこれからの教育環境の在り方として、児童と教師双方

で行われる教育環境だけではなくて、保護者や地域を含めた関わり合いの中で営まれる学

校運営、これが必要になってくるんだと思います。  

      子供は、もっと地域や人との関わり合いの中で生きていく環境が、同時に必要だとも、

やはりいろいろな、何と言うんですか、これまでの我々の、私の経験として感じるところ

です。特に田舎の子というのは、家と学校の行き来で一日が終わってしまうケースも多く、
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間接的にでも人と交わったり、つながったりする体験というのは、人の成長にとって大変

重要なことではないかなと感じています。  

      図書室を開放したからといって、劇的に子供たちの成長につながるかというと、そうで

はないんですけれども、ただ、地域の中にある学校なんだということは、身をもって感じ

てくれることだと思いますし、人とのつながりが希薄になってきている世の中だからこそ、

地域に開かれた学校運営という意味で、図書室の地域開放の必要性を感じるところです。  

      実際にやるとなると、本当に大変なことも多い、越えなければいけないハードルもある

と思いますけれども、そういった学校と地域の結びつきについて、重要な視点だと私は思

うんですけれども、教育長、そのあたりはいかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 牧田議員のおっしゃるとおり、実際に全国ではそういうふうに開放している

ところもありまして、その多くの目的は、地域の読書活動の推進ということなんですけれ

ども、今言った視点について、交流の場というところ、子供の新しい居場所、そこでの地

域の人との関わりというのも、十分重要な視点かというふうに思います。  

      これについては、さきの月夜野地区の統合小学校の理想の教育環境検討特別委員会の報

告でもご指摘いただいていることでございますので、その目的と、町に４図書室がござい

ますので、そこの活用の充実も併せまして、やはり研究していく必要はあるかなというふ

うに思います。 

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） 例えば、この後、ちょっとデジタルの行政の推進について、ちょっとお話し

させてもらいますけれども、そのときに、今みなかみ町にある図書館においては、新治、

水上、いろいろ４つあると私は認識をしております。どれもやはり小さいというか、それ

をこう、点と点を面に結ぶような施策も   考えられている部分があるんだと思うんです。

その一部に、要は学校も入れて、点ではなく面としたときに、別に学校では借りないけれ

ども、ほかでも借りるよというところが、整備ができたときに、これ一つ実現に近づく要

素かなというふうに、ちょっとお話を聞いて感じたところでございます。  

      いろいろ越えなければいけないハードルは、確かにあるんですけれども、メリット・デ

メリット、これはしっかりと精査しながら、それが実現したほうがいいということになれ

ば、ぜひとも前向きに取り組んでいくべき事項だと思っております。  

      ここでちょっと次の質問に移りたいと思います。  

      次は、デジタル行政の推進について、ちょっとお話をさせていただきます。  

      町長は、以前よりデジタル行政の推進について進めていくとの旨を、ほかの同僚議員の

一般質問の際に述べられてきました。  

      本日は、その進捗状況について質問をしていきたいと思います。  

      まず初めに、通告してあるとおり、住民がいつでもどこでも自由に、そして安全に行政

への各種申請や手続、届出を行うことができるようにするための、現在町が取り組んでい
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る方策について伺います。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 牧田議員のご質問にお答えをいたします。  

      町がどういうデジタル行政を進めているかというお話ですけれども、今年度、住民票や

税務証明等、全国のコンビニエンスストアで取得できるコンビニ交付システムの構築を行

う予定であります。 

      さらに、国において転出・転入手続のワンストップ化を進めております。町でも、令和

５年度中の実施を目指し、現在準備を進めております。これは、マイナポータルからオン

ラインで転出届と転入予約を行うと、転出証明書情報が転入市町村へ事前通知され、転入

先の役所でマイナンバーカードを提示して転入届を提出することで、転出・転入両方の手

続がワンストップで可能となります。  

      これらの手続には、全てマイナンバーカードが必要になりますが、令和４年４月１日現

在の交付率は全国で４３.３％、群馬県では３６.７％、みなかみ町は３３％、なかなか普

及が進んでおりません。 

      国では、その対策として、前年度より取得率が低い７５歳以上の未取得者を対象に、申

請書の再発送を行っております。また、町独自の取組として、５月から毎月第３土曜日に

マイナンバーカードの受取窓口の開設を行っております。 

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） ありがとうございます。 

      国のデジタル・ガバメント計画、これ見ると、地方公共団体が優先的にオンライン化を

推進すべき手続として、２つのことに重点を置かれているということでございます。１つ

が、処理件数が多く、住民等の利便性の向上や業務の効率が高いとされる手続、例えば先

ほど言った図書館の貸出予約とか、研修とかイベント等の申込みとか、そういったことで

す。２つ目が、住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行うた

めに必要と考えられる手続、例えば子育て関係で言えば、保育施設の利用申込みだとか、

妊娠の届出とか、そういったことがあるんだと思います。  

      こういったことを、１番と２番、これを基に国は、特に国民に身近な手続として、３１

の手続を示していると思っております。  

      原則、令和４年末を目指して、原則マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオ

ンライン手続を可能にすることとしているんですけれども、町が今取り組んでいることに

ついて伺えればと思います。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 各種教室事業については、ホームページや広報に掲載したり、チラシなどを

回覧したりして周知しておりますけれども、ＱＲコードを貼付して、スマホ等から簡単に

申込みができるようにしております。また、受付状況などはメールで自動返信し、参加の

可否など速やかに把握できるよう配慮をしております。 
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      これらのサービスは、機械的に受付順に登録し、定員に達し次第終了するような教室事

業等に取り入れております。  

      公民館や体育施設の利用申請については、まだ導入に至っておりません。  

      以上です。 

議 長（山田庄一君） 牧田君。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） 今町長おっしゃっていただいたことというのは、以前、髙橋久美子議員がお

っしゃっていた時に、町長の受け答えとしては、内側、外側、要は住民の生活の利便性を

上げるための外側の施策を一生懸命やっていきたいということが、今おっしゃってくれた

ことにつながると思います。  

      それとはまたほかに、内側という表現も、町長されていました。というのも、要は職員

がデジタル化を進めることによって、働きやすい環境をつくっていくんだということだと、

私は認識をしています。 

      職員の働く環境を、これ見させていただきますと、やはりどこのテーブル、机にもＬＡ

Ｎケーブルがつながっているということがあると思います。それを、確かに税情報とか、

個人情報とか、そういったことは、これはＬＡＮケーブルとか、非常に強いセキュリティ

ーの中でやっていかなければいけないと思う反面、そうじゃない、Ｗｉ－Ｆｉでも対応可

能な部分があるんだと思うんです。私それを進めるべきなんだと思っています。  

      というのも、やはり働き方の一つとして、課をまたいで人と接する機会もあるでしょう

し、階をまたぐこともあると思います。それをすることによって、それこそ議会、会議で

も、別に紙、私今日紙使っていますけれども、ここパソコン持ち込めないので使っていま

すが、そういったことも容易に可能になっていくと、ペーパーレスにもつながっていくと、

そういった背景もございます。それについて町長、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町では、新型コロナウイルス感染症対策に端を発して、ソーシャルディスタ

ンスの確保やサテライトオフィスの設営などを目的とした情報系パソコンの無線ＬＡＮを

検討してまいりました。 

      これら無線ＬＡＮ化が実現しますと、議員おっしゃるように、自らのパソコンを所持し

たまま、役場内であればどこでも自由に職務を行うことが可能となります。また、そのま

ま会議室等に参集すると、紙の資料を作成することなく、パソコン上での資料閲覧が可能

となるため、ペーパーレス化に寄与することができます。  

      さらに、既に先進地では実現しております議会のペーパーレス化につきましても、技術

的には可能というふうになります。  

      なお、住民基本台帳や税情報など、より高度なセキュリティーレベルが求められる業務

については、国の指針により、引き続き有線によるネットワーク構築が行われるという認

識でおります。 

      概算で事業費算出しますと、約２ ,５００万ぐらいかかるというところで、ちょっと財

源を見つけていくという状況であります。  
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議 長（山田庄一君） 牧田君、まとめてください。 

（１番 牧田直己君登壇）  

１ 番（牧田直己君） ２,５００万ということなんですけれども、要はそれを超えるメリットを見

つけることができればいいんだと思っております。  

      今日は３点ほどお話しさせていただきました。これからのみなかみ町の発展、心から期

待申し上げて、私も一生懸命頑張らせていただきながら、一緒にいいまちをつくれればと

思っております。 

      以上で一般質問を終わりにしたいと思います。  

議 長（山田庄一君） これにて、１番牧田直己君の質問を終わります。 

      ここで暫時休憩をいたします。再開を午後１時とします。 

（１１時４２分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１３時００分 再開）  

議 長（山田庄一君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。  

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序７   ３番 鈴 木 美 香   １．学校給食費について追考する  

                     ２．みなかみ産出の「水」の積極的な活用でみなかみ  

                       のＰＲを  

                     ３．町内の竹林の具体的な整備と活用は  

                     ４．大学、学生を呼び込む施策で関係人口を増やし将  

                       来移住・定住に繋げる考えは  

 

議 長（山田庄一君） 次に、３番鈴木美香君の質問を許可いたします。 

      鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） ３番鈴木美香。 

      議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

      なお、質問によりましては、重複する部分、また確認のため過去と同じ趣旨の質問があ

るかもしれませんが、ご了承ください。  

      早速、１つ目の質問です。 

      令和２年９月に、人口減少対策と子育て支援の大きな目玉策として、給食費無料化への

取組を求めて一般質問をさせていただきました。その後、令和３年６月には、利根沼田地

域の自治体において無料化を求める請願や陳情書が出され、我が町におきましては趣旨採

択となっております。 

      学校給食法の概要は、前回お伺いしたので省きますが、１年半が過ぎ、中学校が統合さ

れ、生徒数の増減があったかと思います。今年度の生徒数と給食の配食数をお伺いします。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 



R4-4（6.8）第 2号 

－101－ 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 鈴木美香議員のご質問にお答えいたします。 

      今年度当初の給食を受けている幼児・児童・生徒の合計の数を申し上げます。その合計

は９７５人です。給食の配食数は全部で１,１６１食です。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 配食数１,１６１食から生徒数９７５を引きますと１８６食になります。こ

れは教職員や給食センター職員等の数になるかと思いますが、現在の教職員の数を教えて

ください。 

      また、先生方以外にこの給食を食べている職種はどのような方になりますか。併せてそ

の方々の人数を教えてください。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 全体の配食数から今、幼児・児童・生徒数を引いた数が１８６というので、

それを食べている方がどんな方かということでお答えをしたいと思いますけれども、それ

は、その１８６食の内訳は、教職員と給食センターの職員を合わせますと１６８食になり、

あと予備が１８食で、合わせて１８６ということになります。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 確認です。給食費の額を職種ごと、また金額ごとに教えてください。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 給食費ですが、にいはるこども園は幼児も教職員も月額３ ,９００円、小学

校は児童も教職員も月額４,３００円、中学校は生徒も教職員も月額４,８００円、給食セ

ンター職員は月額４,８００円です。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 国の学校給食法には、教師の給食について、栄養教師としての表記になって

おりまして、みなかみ町学校給食取扱規定により、教職員や生徒以外の方が給食を受ける

ものとして認められていますので、公的には違反しているとは言えませんが、一般的に考

えて、公務員である社会人が公費を使った給食を子供と同じ金額で食べているのはいかが

なものなのでしょうか。 

      もし、仮に、町民が希望して、同額で給食を食べることができるシステムになっていれ

ば、平等で公平だと思います。  

      さきの一般質問で、町長は、給食費無料化は難しいが、負担していただいているのは材

料費だけ、そこに係る人件費や設備費、配送費、光熱水道費は町が負担していますとお答

えになりました。それらを公務員の方にも適用させてよろしいのでしょうか。  

      今までが当たり前だったから変えられないとか、変わらないということなのかもしれま



R4-4（6.8）第 2号 

－102－ 

せんが、町民から見れば、納税した町税で人件費、光熱水道費を使って調理されたバラン

スの良い食事を、町税から報酬を受給している公務員さんが材料費のみで安く食べること

ができているということにはならないでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） ご質問の意味は、公務員が公費を使った給食を、子供と同額で食べているの

はいかがなものかということかというふうに受け止めさせてもらいます。  

      それについては、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の

運営に要する経費については、ご存じのとおり、学校給食法で学校の設置者が負担するこ

とと定められていますので、それに関わる費用の一部を教職員やセンターの職員等に負担

させるということは考えられません。  

      小学校の教職員は、小学校に提供するものと同じものを提供されているので、同じ額を

支払っていただく。何の矛盾もないかというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） そもそも、国の学校給食法の光熱費の負担区分に、設置者が望ましいという

表現で曖昧なのが混乱のもとです。先生方が給食を受けるものとして認められているけれ

ども、強制ではないということも捉えることができます。だからこそ、ほかの自治体では、

給食費無料化が可能なのだと思っております。  

      長きにわたって変わってこなかった教育現場での当たり前というものが、今、私がちょ

っと違和感を感じること、公務員でありながら材料費だけで食事できているという現実を

直視していないような気がします。  

      さらに、同じ給食で、勤めている先によって月額が違うのはなぜなのでしょうか。こど

も園の先生、小学校の先生、中学校の先生、給食センターの方が同じ社会人でありながら、

金額の差の理由はどこにありますか。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） まず、教職員が子供と同じ値段でというのと、その額が校種によってどうな

っているかということだと思うんですけれども、まず、教職員は、一般の役場の職員とか、

そういうのとは違いまして、教職員や給食センターの職員が給食を食するということは、

子供たちへの給食指導や食育、質の良い給食の提供などに直接つながる仕事の一環という

ことも考えられます。そのような職種の方に、町が負担すべき運営費の一部を負担させる

ようなことは考えられないと。ですので、子供と同じものを提供されているので、最低限

の子供と同じ分は払っていただくというふうに考えているわけです。 

      小学校の職員には、小学生に出すものと同じもの、例えば何かの一個物のサイズは、先

生も小学生と同じサイズのものが出ているということなので、小学校に勤める教職員は小

学生と同じ料金を頂くということになっております。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 



R4-4（6.8）第 2号 

－103－ 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 検食ということも兼ねたりしているということなんですが、教師を除いて１

２２食、１２２人ほどの検食は必要なのでしょうか。また、１２２人ほどの検食が必要な

のかということと、あと、国の法律に合わせているといえばまあ仕方ないということまで

収まるかもしれませんが、昭和２９年の給食法が現代の状況に合っているとは思いません。

検食を兼ねている、また指導の中の教材とはいえ、それぞれちょっと疑問があり、今回の

一般質問になりました。 

      生徒の給食費の無料化が難しいという町の財政状況から見れば、まずは社会人の方には

材料費だけで食べられるのではなく、１食の費用をきちんとご負担いただき、純粋に生徒

の給食費だけを無料化にしていただくことを望みたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 繰り返しになりますけれども、今、検食が百二十幾つというふうにおっしゃ

いましたけれども、検食は各学校で１人、校長がするのが基本になっておりますので、検

食の量ではありません。 

      先ほど申し上げましたように、学校に勤めている職員が子供たちと同じものを食べて、

日頃からの給食指導をするというのですから、仕事の一部と、一般の人が行って給食を食

べているのとは全く違いますので、これはそれぞれの職種で特性がありますので、それは

学校に勤めている、給食センターに勤めている方の仕事の一部ですから、最低限の子供た

ちと同じ食材費だけはもらいますけれども、それ以上の運営費を町が少しよこせというよ

うなことは、到底できないというふうに考えているわけでございます。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） だとしたら、逆に、まずは職員の方が、きちんと光熱費を含んだ額を支払っ

ていただき、町が先生方に検食手当、指導手当というふうにつけるべきだと思いますが、

いかがでしょうか。そのほうが、ちょっと一般的には納得がいくと思うんですが。  

議 長（山田庄一君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 考え方が全く違うので、もうこれ以上繰り返しになってしまいますので、そ

のようにしているところがあるというのは一回も聞いたことがございませんし、それをさ

せるとすると、何を根拠に持って金額を決めて、もしもそれが１食分が何千円とかなった

らどうなるかということになるかというふうに思います。  

      ですから、施設運営費まで全部入れれば、億の金がかかっているわけですので、それを

百八十何人で分けろというわけにはいきませんので、それはできないというふうに思いま

すので、今まで説明してきたとおり、子供たちの指導のために、子供たちの給食の質のた

めに食べていただいているものですから、最低限の食材をいただくと、何の矛盾もないと

いうふうに思いますので、これを教育委員会としては、変えるようにどこかに話していく

予定はございません。 
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議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） これ、私も最終的には子供の無料化というのを求めるために、教職員の食事

について、保護者が、同じ金額で食べているという保護者からの問合せがあったので、こ

ういう確認もしなくちゃいけないなというところで、ちょっとお昼後の消化不良を起こさ

ないように、ここでこの質問は終わらせていただきます。  

      ２つ目の質問にさせていただきます。  

      みなかみ産出の水の積極的な活用でみなかみのＰＲをということで、現在の町内の飲料

水の企業社数を教えてください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 鈴木議員のご質問にお答えいたします。  

      現在、町内でペットボトルやウォーターサーバーなどの飲料水を取り扱う企業につきま

しては、布施地内で三国連峰からの湧水を加工販売している企業が１社、真庭地内の地下

水を加工販売している企業が２社、先月３０日にオープンした谷川連峰の水を加工してい

るＪＲ東日本クロスステーションみなかみ工場の１社を加え、４企業と認識をしておりま

す。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） その中には、全国的な商品販売をされている企業や商品があると認識してい

ます。それぞれの会社が経営をしていく上で、みなかみの水を使った商品を展開していま

す。この町の水を選んだ理由に自信を持ってくださっています。  

      みなかみの水を、町はどのように活用されていますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町内の企業が作った水はどのように活用していますかというご質問ですけれ

ども、町内企業が製造した水の活用方法については、昨年度、みなかみ町友好都市等地域

間交流実行委員会がノベルティー用のペットボトル商品としてオリジナルのみなかみ湧水

を作成し、東日本連携センターで開催されたみなかみ夏の味覚展や、中野ブロードウェイ

商店街で開催されたサマーセールのほか、各友好都市で行う物産展等でのＰＲ用品として

活用してまいりました。 

      また、月夜野ホタル鑑賞の夕べ実行委員会では、町内企業と連携し、蛍をＰＲするオリ

ジナルペットボトルの販売を行っております。  

      そのほか、先月開催されましたみなかみ３ダム・春の点検大放流では、ＪＲ東日本クロ

スステーションから協賛していただいたミネラルウォーターを来場者に配布し、町内産の

水のＰＲに活用しております。  

      各課の業務においても、町外から視察等でお越しいただいた方への飲み物として利用を

しております。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 
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（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） みなかみ産出の水のおいしさは、移住者の皆様が口をそろえておっしゃいま

す。以前、議会だよりにご協力いただいたご家族が、引っ越す前に前日まで使っていたお

米をみなかみの水道水で炊いた時に、あまりのおいしさにびっくりした、同じお米でこん

なに味が変わるのかと、水の大切さとみなかみに住んでいるぜいたくさを感じているとお

っしゃっていました。 

      また、前にお話ししたかもしれませんが、都内に就職した息子が、自分からＬＩＮＥで

私に、あまりＬＩＮＥ送ってこないんですけれども、送ってきた２枚の写真がナチュラル

ミネラルウォーターのペットボトルで、表がＦｒｏｍ  ＡＱＵＡ、裏の食品表示の写真で

した。メッセージに、「今東京の駅で水買って飲んだらめちゃくちゃうまくて、裏見たら

タニガワビバレッジ、うちの前の工場で二度びっくりした。わら」と書いてあったんです。  

      そのようなみなかみ産出の水、実は行政に関わる私たちは、何度かノベルティーとして

口にすることができています。こちらにもありますが、これは一般には販売されておりま

せん。 

      様々なイベントが今後再開する際に、ぜひ多くの町民の皆様に手にしていただく機会を

つくってほしいと思いますが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 日頃より町民の皆様はみなかみのおいしい水を飲まれていることから、水の

おいしさに気づかれていないこともあるかもしれません。 

      町内産のおいしい水を町民の皆様に、改めて広めていくきっかけとして、可能な限り町

民参加のイベントや各種行事等で試飲できる機会を検討していきたいと思います。  

      例えば、藤原湖マラソン大会など、検討していきたいというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 多くの皆様に手にしていただくこと、飲んでいただくことで、使われている

水がみなかみであることや、利根川の水源地みなかみを意識していただけるのではないか

と思います。企業側にとっても、ユネスコエコパークの水だからとか、谷川の水だからと

いうブランド力があると思います。  

      また、このポテンシャルの高さは価値があり、だからこそ、みなかみ湧水として町も文

字商標登録に至ったのだと思います。この付加価値は、様々な企業がＰＲしてくれていま

す。 

      町内では、みなかみの水のペットボトルを用意している宿泊施設があります。ほかには

おそばを打ったり、調理に使ったり、多くの飲食店がおいしい料理を提供しています。  

      また、先日、ちょっと両親のお祝いに高崎のシャンゴという、テレビによく出る元祖高

崎パスタといわれるお店に行きましたら、座った正面に見覚えのある山のポスターが貼ら

れていました。谷川岳でした。  

      今年シャンゴでは、谷川の水を使った水出しコーヒーの期間限定メニューを展開してく

れています。また、石けんのメーカーラッシュでも、２０１８年から自然保護協会のイヌ
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ワシのつながりを経てみなかみの水を知り、製品の製造にイヌワシ生息地である布施の水

を使っているそうです。 

      各企業が経費をかけてなお、みなかみの水のおいしさを知ってもらいたい、使いたいと

いうことです。町の関係者の一番搾り天然水ですという言葉が印象に残っています。  

      多くのお店でそのような展開ができるように、みなかみユネスコエコパーク、水源地み

なかみというのを大きく発信し、ＰＲする取組はいかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町民や来訪者が水に対する意識を深め、ＰＲしていただけることは、水を通

してみなかみ町が利根川源流の町であることを改めて認識していただき、水源の大切さを

知っていただくことにつながると思います。 

      水源地みなかみのＰＲとして、過去には上毛高原駅の乗降客や役場本庁舎で町民に対し

て、本町の採水地が違う湧水の飲み比べの実施や、首都圏等のイベントで湧水のコーヒー

試飲会などを行っております。 

      今後は、さらにみなかみ湧水を広くＰＲする方策を研究していきたいというふうに考え

ております。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 最後に、長期的に見て、今後の水戦争ともいわれる時代に備えて、水源地の

保護、管理において町の対策はありますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） まず、水源につきましては、利根川源流の町としても貴重な資源であります

ので、水源地の確保や保全にも力を入れていかなければならないというふうに考えており

ます。 

      水源地の水の活用につきましては、水を通してみなかみ町の豊かな自然や、水源地に暮

らす我々の暮らしぶりを知っていただくことにもつながると思います。 

      利活用には、地域の歴史や水にまつわる経緯等も含め、地域の理解を得て取り組むこと

が重要でありますが、地域の活性化等その可能性は大きなものであると思います。  

      また、水道水源の面から考えた場合には、将来的に浄水費や動力費の削減にもつながる

ものになり得ると考えています。安定した湧出水量や水質、導水路の検討等、費用対効果

も勘案し検討することが必要となりますが、いずれにいたしましても、貴重な水源を大切

に生かしていくことを考えていく必要があると思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） ありがとうございます。貴重な水資源、ＰＲとともに守っていかなくてはな

らないと思います。 

      ３つ目に入ります。町内の竹林の具体的な整備と活用はです。  

      昨年度より、自伐型林業のグループを中心とした森林活用協議会が発足されました。ち

ょうど１年前の令和３年６月議会において、同僚議員がこのことについて一般質問をされ
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ております。 

      その際、木材ステーションの構想について、地方創生推進交付金や森林環境譲与税を使

って設置したいと町長がご答弁されています。現在どのような進捗状況になっております

でしょうか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 令和３年度６月議会において、今後の森林資源の活用について、地方創生推

進交付金や森林環境譲与税を使い、町内に木材ステーションを設置したいという考えを申

し上げました。 

      現在、第２期ＳＤＧｓ未来都市計画に基づき、自伐型林業の担い手育成から製品化、販

売までの一貫した流通システムを構築し、林業における六次産業化を推進するため、施設

の必要性や具体的な活用方法を関係各課と協議しながら、活動拠点の選定を進めていると

ころでございます。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） そこに運び込まれる木材の種類や基準というものは、どのようになっていま

すでしょうか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 木材の利用促進を進める中で、木工製品の商品化とブランド化、公共施設や

一般家庭における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、主に広葉樹を中心とした活

用を想定をしております。 

      また、木製品等開発監修事業において、自伐型林業団体が切り出した町内産材広葉樹を

使用したモリートチェアや、イタヤカエデを使用したヘッドホンも販売され、今後もさら

なる広葉樹を中心とした森林環境循環によるまちづくりの推進が期待をされます。  

      したがいまして、切り出した木材の集積、選別、備蓄、出荷、販売など一連のサプライ

チェーンの確立を考える上では、やはりクリ材やナラ材といった広葉樹を中心とした種類

の木材の集積が最優先と考えられます。  

      集積材の基準については、現在、包括連携協定を締結しております株式会社オークヴィ

レッジの意向や消費者ニーズを鑑み、今後検討してまいりたいと思います。  

      あわせて、町内には製材所もございますので、自伐型林業団体が伐倒搬出した針葉樹に

ついても受け入れられるよう、体制整備を検討してまいりたいと思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） その中に竹は含まれておりますでしょうか。  

      現在、町内の多くの場所で竹の整備が放棄され、荒れている現状が見受けられます。別

の同僚議員も、町民から何とかしてほしいと言われたということを聞いており、身近な課

題として考えなくてはいけません。  

      町として、荒れた竹林の対策はありますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 
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町 長（鬼頭春二君） 町内の竹林の状況ですが、以前、竹材は農業用資材や建材、日用品などとし

て使われていましたが、時代の変化とともに需要が減少し、また、地域で里山管理を行う

人手不足なども起因して、放置竹林が町内各地で増加をしております。  

      これらの放置竹林は、有害鳥獣のすみか、通学路や車道の見通しの悪化、景観悪化など

様々な問題を起こし、各行政区から毎年竹林整備の要望が上がっております。  

      町では、平成２６年度からぐんま緑の県民税を活用し、竹林整備等を実施し、里山環境

の保全に取り組んでおります。  

      現在、町内約３０地区、令和３年度は２９地区、令和４年度予定が３４地区になって、

面積は約５０ヘクタール、令和３年度が４８.４８ヘクタール、令和４年度が４９.６６ヘ

クタールの予定になっています。において荒廃した里山の整備を実施し、徐々に元の里山

環境が戻りつつあります。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） せめて切った竹の処分ができればという声を聞きました。問題は、切った竹

の処分方法に苦慮しているものと見受けられます。  

      竹の性質上、成長が早く繊維質であり、油も多く含む竹は、切るのも焼くのも食べるの

も手間がかかります。 

      そこで、切ったまま運べる場所があれば、多少なりとも管理しやすいのではないかと思

います。切って運ぶだけですっきりするとなれば、今より手入れがしやすいのではないで

しょうか。 

      そこで、先ほどお伺いした木材ステーションの手始めに、竹という限定で持ち込みを町

有地などに受け入れてはいかがでしょうか。取りあえずではありませんが、まず種目を竹

に限定し、受け入れることで、持ち込みに慣れていただき、活用の流れをつくっていくの

です。 

      いきなり様々な木材を受け入れる前に、竹で体制を整えていく方法とか取組はいかがで

しょうか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） ぐんま緑の県民税事業は、１年目は住民の皆さんでは整備が困難な場所を町

が行政委託して竹林や森林の整備を実施し、２年目以降は地域住民やボランティア団体が

刈り払い等を実施しながら、再び荒廃しないよう管理を実施します。これらの事業に対し

て、ぐんま緑の県民税を原資として補助金が充てられるものです。  

      また、町では、各地区やボランティア団体で実施する導水路の整備や里山整備によって

排出された伐木材や枝、竹等を処理できるよう木材破砕機の無料貸出しを行っており、通

学路や住宅地周辺において積極的に活用をしていただいております。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 前に、全員協議会の席で、農林課より竹炭を作ってみたという報告をいただ

きました。また、先日参加させていただいた桐の苗の植栽にも竹炭が使われています。植
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栽後の報告会でも、カーボンニュートラル、脱炭素社会における一つの試みとして有効だ

という話を、自然保護協会の担当者から聞きました。 

      竹の活用を調べましたら、本当に多くの活用ができ、逆に捨てるところがない無尽蔵の

資源だと言えます。活用するには管理が必要で、管理するには搬入先が必要です。切った

後の先があれば、活用したい方への譲渡、販売などのマッチングができます。  

      竹林整備として手が入りやすいという取組として、まずは町が町内の放棄竹林の管理に

力を入れる、見える化として搬入先を用意していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 令和２年度には、竹林整備をしながら炭作りができるよう、開放型の大型炭

化炉を購入しました。令和３年度には、みなかみ町森林活用協議会において、炭化炉を活

用しながら竹炭の利活用について、放置竹林の解消に向けて取り組む先進地のＮＰＯ法人

及び日本自然保護協会の協力をいただいて研修会を実施したところです。  

      出来上がった竹炭は、保水性や炭素貯留等にも優れており、今後、関係者の助言を基に、

農産物等の栽培にも活用できるよう検討してまいりたいと思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 竹炭の効果、利活用には本当に可能性も感じます。ただ、ちょっと製造過程

において、燃やすということでＣＯ２を出してしまう、そういうところもちょっと考えて

いかなくちゃならないのかなとも思います。  

      伐採による管理をさんざん申し上げてきましたが、竹もむやみやたらと切ると根が張り、

増えていくそうです。冬に高さ１メートルのところで切ると、春に上を切られたことを気

づかずに水を吸い上げ、吸い上げた水で竹自身が腐り、根も張らず、少なくしていく方法

があるということですので、ぜひ、そのような情報も併せて提供していただき、町内の竹

をインスタ映えするような場所にしていただけたらと思います。  

      先日も、藤岡の高山社跡の竹林のライトアップが上毛新聞に掲載されておりました。町

内では竹灯籠の活動も大きな観光イベントとなっています。  

      将来的には偕楽園や嵯峨野などに負けない竹林スポットを目指し、展開していただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 現在、みなかみ町森林活用協議会に加盟している団体も、地域の放置竹林の

整備を実施し、里山景観の維持に努めております。  

      竹は繁殖力が強く、竹林の需要がない限り、今後も放置された竹林が増えていくことが

予想されます。 

      竹炭利用だけでなく、有効的な竹の活用について、竹製品の開発や製造など竹の利活用

について、関係者も交えて検討していく必要があるというふうに考えます。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  
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３ 番（鈴木美香君） また、出口の一つに、竹を粉末状にした竹パウダーも注目されています。サ

プリメントや土壌改良にもよいようです。  

      ちょっと昨日の夕方なんですが、町内のキノコ栽培用の袋を作っているサカト産業様よ

り興味深いお話をいただきました。九州の長崎県諫早農業高校で、キノコ栽培の過程にお

いて菌床に竹パウダーを使った大変有効なデータが、つい２か月前発表されたとのことで

す。調べてみましたが、シイタケでは２倍、マイタケに至っては３倍のスピードで生育す

るそうです。 

      町内の某キノコ園で竹のパウダーを使った場合、乾燥前の生の竹で月１４０トンを水分

量４％のパウダーにして納入すると、月２０日間の売上げとして１,６８０万と概算がで

ました。県内だけでも１０件ほど同じ規模のキノコ園がある中で、月に約１億６ ,８００

万の売上げが見込まれます。 

      もちろんこれは概算なのですが、現在、菌床には樹木などのおがを使っています。森林

破壊という観点から、これはちょっと問題あるのかななんて、今後難しい問題を課題解決

の一つとして、竹パウダーを使うということも一つの可能性としてよいのではないかと思

っております。量を取る木、広葉樹、量を取る木になるまで数十年かかる中、竹なら二、

三年で製品化できます。 

      放棄竹林が課題となっている今、町として収入源となるばかりでなく、雇用の場が生ま

れます。民間でしたらそこに雇用が生まれ、納税者が増えます。企業としての税金収入も

見込まれます。また、先進的な取組で注目され、観光を兼ねた視察の受入れなど需要は無

限と言えます。 

      町が主体となり稼ぐか、民間が主体となるか分かりませんが、稼げる町になり得るヒン

トだと思いますが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 竹の利用の可能性について、鈴木議員がご提案いただきましたが、まず、町

がやることは難しいんだというふうに思っています。  

      民間の方が興味を持って取り組んでいただいて、効果があれば、その活動がさらに広が

っていくのかなという気がしますので、ぜひ民間の方にお願いしたいというふうに思いま

す。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 地域の課題解決として、ぜひ補助金等のアイデアというか、用意もできたら

していただきたいなと思います。  

      ４番目に行きます。大学、学生を呼び込む施策で関係人口を増やし将来移住・定住につ

なげる考えはです。 

      今まで多くの大学や学生がみなかみ町に訪れ、活動しています。  

      町が協定を結んでいる学校と活動内容を教えてください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 現在、町が連携協定を締結している大学といたしましては、平成２７年に麗
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澤大学との間で、みなかみ町と学校法人廣池学園麗澤大学との包括的な連携に関する協定

を締結しております。さらに、令和３年に東京大学と産官学金包括連携協定を締結してお

ります。 

      麗澤大学の活動内容といたしましては、観光・まちづくりに関する連携、地域の国際化

に関する協力事業として、主に外国人留学生のインターンシップを受入れを中心とした活

動を行い、地域における国際化に対応した人材の育成とインバウンドの推進について提案

をいただいております。 

      東京大学との連携につきましては、湯原温泉街空間プロモーション調査事業として、地

域の歴史や地形など様々な視点から調査を行うとともに、地域住民とのワークショップを

重ね、地域再生に向けたまちづくりの空間デザインビジョンを提案をいただいております。  

      また、大学との正式な協定の取り交わしはございませんが、平成１８年より文化の薫る

まちづくりを目的として、東京芸術大学との間で芸術のまちづくり実行委員会を組織し、

卒業・修了生が制作する記念作品の寄贈を受け、町内の公共施設やホテル、旅館等に展示

するとともに、湯宿地区におきましては、毎年学生と住民が参加するフィールドワークを

開催し、地域の自然や文化、歴史に触れ、地域理解を深めるとともに、住民との協働によ

る芸術イベントの企画開催などを実施してまいりました。  

      同じく協定の締結はございませんが、たくみの里周辺においては、東京農工大学が農村

の自立的発展をテーマとして、生活空間や地域コミュニティー、環境問題等について調査

研究を行っております。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 協定を結んでいなくても、様々な大学がこの町に来ています。 

      私も、県のグリーンツーリズム事業の一つであるやま・さと応縁隊として、藤原の平出

地区を中心に活動している前橋国際大学共愛ＣＯＣＯというゼミに、議員になってから知

り、関わらせていただいています。  

      ３年前までは、みなかみ関係のイベントに都内や県内外、数多くご協力いただいたり、

コロナによる影響で県の補助が出なくなった去年も、今年度また県の補助対象として認可

がまだ下りていなくても、大学側が活動費を予算化してくれています。  

      前橋などのイベントでみなかみのＰＲをしてくれたり、毎週末約２時間かけて平出に訪

れ、地域の見守りや畑の活動を手伝ってくれています。写真や歴史のデータ保存などもし

てくれています。また、みなかみ社会福祉協議会と行っている学習支援事業もあります。  

      ほかにも、歴史、文化、芸術、自然環境、観光産業、また教育といった多様な分野にお

いて多くの大学や専門学校がみなかみに注目し、可能性を感じているものと思われます。  

      活動先として選ばれている理由は何だと思いますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 活動先として選ばれる理由といたしましては、大学や専門学校生が存在する

首都圏からのアクセスのよさと、自然環境を含めた地域資源の充実であるというふうに感

じております。 
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      東京駅から新幹線で６５分、大宮駅から４０分、関越自動車道の練馬インターチェンジ

から車で１時間３０分の距離にありながら、谷川連峰や利根川源流域のような日本を代表

する貴重な自然に触れられること、さらにはみなかみ１８湯に代表される豊富な温泉や

様々なアウトドアアクティビティーの充実など、多種多様なコンテンツが密接に連携して

いることが町の魅力となり、大学等の活動先として注目される要因となっているというふ

うに感じております。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） まさに町長がおっしゃるとおり、首都圏に集中する大学にとって、校外学習

の活動先として行きやすいというインフラのよさは大きな強みになっているものと考えま

す。また、新幹線や車のドアを開けたら目の前に大自然があるというのは、人工物ではあ

り得ないスケールで、学生の心をつかむ大きなポイントになっているものと感じますが、

いかがでしょうか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） ここ数年コロナ禍によって、新しい生活スタイルや働き方が推奨され、テレ

ワークやワーケーションが特に注目を集めております。  

      首都圏で学び、生活している学生にとっても、コロナ禍で余儀なくされたオンラインに

よる授業、講義は、リモートの環境さえ整えば、教室という枠を超えて、どこでも可能と

いう時代の変革を迎えました。  

      このような変革を経験した多くの学生が、卒業後の進路選択に当たって、テレワークや

ワーケーションを導入する企業への就職を希望することも予想されます。  

      また、テレワークやワーケーションの普及に伴い、従来の観光目的の旅行とは違い、日

常を忘れて自分と向き合い、心と体をリフレッシュすることを目的に、ゆったりとした時

間を過ごすリトリートも注目を集めてまいりました。  

      町の大自然や温泉は、このリトリートのフィールドとしての活用も、今後期待されると

ころであります。 

      テレワークやワーケーション、リトリートの受入推進につきましては、引き続き民間事

業者とも連携を図りながら、利用者のニーズに応えられるよう柔軟に対応したいというふ

うに考えております。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 幾らお金を出しても買えない、つくれないフィールドは、このみなかみ町に

はあります。 

      今、小中学校でみなかみ町に訪れる学校も多くなり、神奈川の鎌倉小学校や九州の奄美

市笠利小学校が新治小と交流している中で、それぞれの学校が相手の町に興味を持ち、行

ってみたいという言葉が出てくるそうです。  

      そのような１０代、２０代の若い世代がみなかみ町に関わるということについて、いか

がお思いでしょうか。 
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議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 数多くの自治体がある中で、１０代、２０代の若い世代の皆様にみなかみ町

を知っていただけることは、大変ありがたいと感じております。  

      最近は、関係機関にご協力いただき、フィルムコミッションに注力した効果もあり、テ

レビをはじめ各種メディアへの露出も増えたことから、若年層へのアピールへとつながっ

ているものと思われます。 

      若者世代へ町の認知度を高めることで、保護者や家族の認知度も必然的に上昇すること

から、引き続きメディアへの積極的なアピールと併せ、小学生や中学生を中心とした人的

な交流事業も継続して取り組んでまいりたいと考えております。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 知っているというのは、これは大きなキーワードではないでしょうか。  

      今、国民人口が減り、少子化に歯止めがかからない中で、多くの自治体が移住・定住者

を呼び込もうという動きが大きい中、みなかみ町においては、早くから地域おこし協力隊

の導入や移住者コーディネーターの嘱託に力を入れ、現在、数多くの皆様が活力ある活動

を展開してくださっています。  

      その方々や実際移住された方のお声を聞くと、前に観光で訪れたとか、アウトドア、ス

キー、スノボで遊びに来たという方がいる中、大学生時代に訪れていたことがあるという

方も多くいます。 

      現在、全国に国立、県立、市立大学、短大、専門学校などに通う学生が何万といますが、

そこにアプローチをかけ、まずはみなかみを知ってもらい、来ていただけるきっかけを町

が用意するのはいかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 鈴木議員のおっしゃるとおり、みなかみ町を知ってもらい、来町していただ

くきっかけを用意することは、非常に重要であると認識しております。  

      コロナ禍前には、首都圏に向けた観光誘客イベント、特産品紹介イベントは、町の友好

都市を中心に年間４０回ほど開催をしておりました。  

      今後も引き続き、観光誘客のイベントを強化して開催するとともに、ご指摘いただいた

義務教育中の小中学生や、比較的行動範囲が制限される高校生を経て、自ら判断し行動す

ることが可能となる１８歳以上の学生にフォーカスした誘客活動についても研究してまい

りたいというふうに考えております。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 最初にお伺いした、現在協定を結んでいる大学の活動例、また新治小学校が

関わらせていただいている長野県の信州大学では、環境学習ＥＳＤコンソーシアムとして

みなかみに関わっていただいています。  

      地域課題の解決と学生の活動拠点として、大学側にみなかみには受け入れるフィールド

と体制があるということを大きなＰＲとする施策は、すぐに移住につながらなくても、長
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期的な視野で見ると、必ず将来へつながるものと考えます。  

      過去に関わったことにより、社会人になって思い出の地として再度訪れる方もいると思

います。 

      観光先に選んでいただいたり、自然豊かな場所での子育てを望む若い世代に、すばらし

い子育て支援をしているみなかみを選んでもらうきっかけになるのではないかと考えます。  

      町が移住・定住政策に力を入れていただいている中で、繰り返しますが、町として大学

や学生を対象とした取組について、町長のお考えをお聞かせください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 議員のおっしゃるとおり、実際に町へ移住された方の中には、学生時代に町

で地域活動に参加した経験があり、その縁がきっかけとなって移住へつながった方もいら

っしゃるというふうに聞いております。  

      今後は、協定を締結して、地域と深く関わりながら活動を実施してきた各大学等に在籍

する若い学生の皆様に対して、過去の連携内容等を広くＰＲして、さらに研究のフィール

ドとして活用いただきながらみなかみ町を知っていただき、遊びに来ていただけるような

受入体制も整えていきたいと思います。  

      また、社会人となった卒業生の皆様が町を再訪した際に、過去の活動がまちづくりに反

映されていることが実感できるような取組を展開し、関係人口の創出を図るとともに、将

来に向けて長期的視野で移住・定住につなげていきたいと考えております。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 当町においても、さきにお話しさせていただいた共愛ＣＯＣＯの卒業生がみ

なかみ町社会福祉協議会や、今年度みなかみ観光協会に就職しています。  

      みなかみを知ってこそ、知ってそこで活躍したいという気持ちがすごくうれしく感じま

す。 

      そのような方が増えれば増えるほど、みなかみで生まれ育った子供たちが社会人になり、

家庭を持ち、子育てするならみなかみに戻ろうかという気持ちにもなるのではないかと期

待しています。 

      町長、最後に一言お願いします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町は移住・定住にさらに力を入れて、いろんな方にみなかみ町を知っていた

だいて、訪れていただきたいということに、さらに力を入れていきたいというふうに思っ

ています。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） ありがとうございます。 

      これからのみなかみ町の発展を祈念いたしまして、私からの一般質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございます。  

議 長（山田庄一君） これにて３番鈴木美香君の質問を終わります。 
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      以上をもちまして、一般質問を終わります。  

──────────────────────────────────────────── 

 

休会の件  

 

議 長（山田庄一君） お諮りいたします。 

      明日６月９日から６月１６日までの８日間は議案調査のため休会にしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、明日６月９日から６月１６日までの８日間は、休会することに決定いたしまし

た。 

──────────────────────────────────────────── 

 

散 会  

 

議 長（山田庄一君） 以上で本日の議事日程第２号に付された案件はすべて終了いたしました。  

      本日本会議終了後、午前２時より議会全員協議会を開催しますので、出席をお願いいた

します。また、全員協議会閉会後に議会運営委員会を開催しますので、委員の出席をお願

いします。 

      ９日には、午前９時より総務文教常任委員会を開催いたします。 

      １０日には、午前９時より厚生常任委員会を開催いたします。  

      １３日には、午前９時より産業観光常任委員会を開催いたします。 

      １４日には、午前９時より議会だより編集特別委員会を開催いたします。  

      最終日１７日は、午前９時より本会議を開きます。 

      本日は、これにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。  

 

 

（１３時５１分 散会）  
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